
 

 

 

 

 

 

決 算常任委員会議事録 

 

 

（令和５年９月６日）



－７３－ 

決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和５年９月６日（水） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    中村 直幸    副委員長   森田 忠彦 

        委  員    斧田 秀明           建石 良明 

                藤井千代美           村井 浩二 

                䭜本 博之           䭜本  馨 

        監査委員    西田いく子    議  長   山田  強 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町    長  田中 祐二   企画担当課長  小泉 大吾 

        副 町 長  齋藤 健吾   総務財政課長  小南 考弘 

        教 育 長  中道 雅夫   地域整備課長  鳥取 勝憲 

        政策総務部長  小角 孝彦   観光産業課長  小路 展裕 

        まちづくり推進部長  村上 正規   環境農林課長  木下 明紀 
 
                        教育総務課長                健康福祉部長  子安 逸二           武部 勝浩 
                        兼学校給食Ｃ所長        

        教 育 次 長  池田 貴則   学務指導担当課長  矢野 敦則 

        秘書政策課長  西本 武史   生涯学習課長  東條 信也 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和４年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○中村委員長 皆さん、おはようございます。 

 昨日に引き続きまして、決算常任委員会を再開させていただきましたところ、皆様方

には、大変お疲れのところ、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 昨日、教育長の中道氏より、地方自治法第１２１条第１項に基づき、９月５日、本日

９月６日と欠席の届けが出ておりましたが、９月６日の欠席届については段取りがつい

た上で出席されておりますので訂正いたします。よろしくお願いいたします。 

 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を再開させていただきます。直ちに会議に入ります。 

 まず、まちづくり推進部関係についての説明を求めます。 

○村上まちづくり推進部長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから令和４年度一般会計決算まちづくり推進部所管につきまして

説明させていただきます。 

 なお、事業別区分の決算額の大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 なお、職員人件費につきましては、各費目に共通することから、説明のほうは省略さ

せていただきたいと思います。また、不用額につきましては、別途不用額調書を配布さ

せていただいておりますので、説明のほうは省略させていただきます。 

 それでは、歳出、５８、５９頁をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費、公有用地管理事業の１７万６５９円

は、地域整備課所管の道路、河川、公園用地以外の町有地維持管理に必要な消耗品費及

び修繕費並びに原材料費でございます。 

 少し飛びまして、７０、７１頁をお願いします。 

 １３目公害対策費、支出済額１１４万６千４５０円。公害対策事業１１４万６千４５

０円は、梅川、太井川、飛鳥川の水質分析のための業務委託料２２万８千３６０円や本

町を含む南河内３市２町１村の公害規制分野における共同処理事業負担金８７万７千円

などでございます。 

 少し飛びまして、１１２、１１３頁をお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の狂犬病予防事業５万８千５１１

円のうち、１１節役務費４万５千７９５円は狂犬病予防注射通知書の郵送料で、飼犬登
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録数は８４２頭でございます。 

 少し飛びまして、１２０、１２１頁をお願いします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃費、ごみ事業１億７千２８３万８０８円のうち、

次頁をお願いいたします。 

 １１節役務費４７万３千９８７円は家庭系無料ごみシールの配送料等でございます。

１２節委託料７千３４０万１千３２４円は、家庭系ごみ人口の１２か月分及び家庭系臨

時ごみ４３トン分、事業系ごみ５万４千４５８台分の収集委託料や犬猫死体焼却委託料

などでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金９千７９１万３千７４３円は南河内環境事業組合への負

担金で、内訳といたしまして施設費分担金が２千９０７万円、管理分担金が６千５２３

万円、共通事務費分担金が３１０万円などでございます。 

 クリーンキャンペーン事業１１８万６千９２８円のうち、１２節委託料１０２万９千

６００円は、キャンペーン当日の収集運搬分別委託料及び別日における搬出運搬委託料

でございます。 

 し尿事業２３６万６千４２１円のうち、１２節委託料２０６万５千４１円は、し尿汲

取及び臨時汲取委託料などでございます。１８節負担金補助及び交付金２８万１千３８

０円は、し尿整理券利用助成金で２４世帯の助成を行いました。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１７７万９千１３０円のうち、１８節負担金補助

及び交付金１７７万４千９００円は、４８事業者に対する事業系ごみシール購入代金の

支援金でございます。 

 ２目循環型社会推進費、支出済額３千２８５万５千７１５円。循環型社会推進事業３

千２８５万５千７１５円のうち、１２節委託料３千２０８万８千１７２円は、ビン・カ

ン収集処理業務で１千３６９万２千４４８円、金属類収集処理業務で２千２２９万６千

８００円、ペットボトルとプラスチック製容器の包装廃棄物収集業務で１千５９１万７

千４６１円などでございます。１８節負担金補助及び交付金６２万３千１２０円は、自

治会等が自主回収されている古紙等回収に対する３０団体への補助金でございます。 

 次頁１２４、１２５をお願いいたします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、支出済額２４８万５千１４８円。

農業委員会運営事業２３３万３千９４８円は、農業委員会委員及び農地利用適正化推進

員計１７名分の報酬、農地パトロールや農業委員会運営経費並びに大阪府農業会議負担
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金などでございます。 

 農業者年金事務事業１５万１千２００円は、農業委員推進委員並びに事務局に配布す

る全国農業新聞の代金などでございます。２目農業総務費、支出済額３千３０６万８千

５９１円。 

 一般農政対策事業４３９万８千８２１円のうち、１節報酬５６万６千５００円は、経

営所得安定対策の会計年度任用職員報酬でございます。７節報償費１３万２９０円は、

２６地区の実行組合長への報償費でございます。 

 次頁１２６、１２７頁をお願いいたします。 

 １２節委託料１７９万９千３４８円のうち、電算機器・プログラム保守等委託料２２

万円は、農地台帳システムのプログラム保守委託料、有害鳥獣駆除処分委託料３１万１

千６３０円は、イノシシ４７頭分の処分費用、及び有害鳥獣捕獲委託料１２６万７千７

１８円は農作物の鳥獣被害防止のために、太子町有害鳥獣対策協議会捕獲隊に委託し、

イノシシ６４頭、カラス１６羽の駆除を行った費用でございます。１３節使用料及び賃

借料１０万４千１４０円は、経営所得安定対策事業に伴うシステムプログラム使用料な

どでございます。１８節負担金補助及び交付金１６０万８３２円のうち、主なものとし

て大阪府農業共済組合負担金６２万９千円のほか、農業振興補助金１８万８千８３２円

は、ハウス栽培の廃棄ビニール処分に対する助成金、農作物被害防止資材購入補助金６

１万７千円は、ワイヤーメッシュ及び電気柵の材料費の１３件分の補助金でございます。 

 農業次世代人材投資事業８２５万円は、認定新規就農者６名に対する経営開始型の交

付金でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業３８０万４千４７２円は、ハウス栽培営農者５６

名に対する栽培用ビニール廃棄処分に対する補助金８２万６千１４０円や、加温施設に

おいて営農を行っている１７農業経営者への重油購入差額支援金２９７万８千３３２円

でございます。 

 ３目耕地事業費、支出済額１千９１万３千９５１円。耕地関連事務事業１千９１万３

千９５１円のうち、１０節需用費２８２万２千４５３円は、農道、水路などの１２件分

の補修に伴う修繕費用でございます。１４節工事請負費５２２万６千１００円は、山田

地区における水路改修事業費でございます。１５節原材料費１７３万６千９８８円は、

農道、水路など１５件分の修繕に伴う原材料費でございます。１８節負担金補助及び交

付金６３万３千４１０円のうち、ため池防災テレメーター負担金４５万３千円は、雨量
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や水位等の確認のため、北今池、東谷池に設置されている防災テレメーターの維持管理

負担金でございます。 

 ２項林業費、１目林業振興費、支出済額４２７万７千３７円。林業振興事業３１万円。 

 次頁、１２８、１２９をお願いいたします。 

 林業振興事業３１万円のうち、１８節負担金補助及び交付金３１万円は、二上山美化

促進協議会負担金などでございます。 

 万葉の森等維持管理委託事業３９６万７千３７円は、二上山万葉の森の各種施設の維

持管理に要する費用でございます。１１節役務費３万４千６１７円は、トイレ浄化槽警

報用の通信料でございます。１２節委託料３０１万２千１００円、これは太子町自然を

守る会等に委託している二上山万葉の森の各種施設の維持管理委託料でございます。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工業振興費、支出済額１億７４８万９千１０３円。

商工業進行管理事業８１万８千１６６円のうち、１８節負担金補助及び交付金８０万３

千７７６円は、富田林商工会太子町支部並びに富田林商工会本部への助成金及び創業支

援補助金の１件分でございます。 

 地域就労支援事業１１万９千円のうち、１２節委託料９万９千円は職業能力事業とし

て、河南町と合同で医療事務講座を開催し、受講者７人中、本町３人分の受講に対する

委託料でございます。１８節負担金補助及び交付金２万円は、雇用促進広域連携協議会

負担金で、広域市町村で雇用促進のため、９月６日、富田林市民会館で就職フェアを開

催いたしました。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業７千３３８万１千８４８円。 

 次頁１３０、１３１頁をお願いいたします。 

 経営の悪化や事業継続に大きな困難が生じていることや飲食店の営業時間短縮、休業

要請外出自粛等により影響を受けている事業者に給付金などにより支援を行ったもので

ございます。１１節委託料６千１００万３千８２４円は、小売店舗や飲食店をはじめと

した町内の対象事業者にキャッシュレス決済を活用し、ポイントの還元をキャンペーン

事業による３事業者の委託料及びキャンペーン事業ＰＲにおけるチラシ、のぼり等の委

託料でございます。１８節負担金補助及び交付金１千２２５万１千円のうち、事業者支

援激励金５０万円は、融資を受けた事業者に対して事業継続を支援するため、町内の５

事業者に対して一律１０万円を支給したもの、事業者一時支援金１７４万７千円は、国

及び大阪府による支援金や協力金の支給要件から外れた事業者に対して、町独自の支援



－７８－ 

金を支給したもの、事業者等緊急経済支援６７０万円は、町が実施した事業者一時支援

金に上乗せ支給、併せて、国及び府の支援金を受けた事業者に追加支援金を支給したも

の、飲食店舗創業支援拡充事業６０万円は、コロナ禍において町内に飲食店の開業の促

進を図るために行い、飲食店舗を創業した事業者に対して太子町創業支援補助金の上限

を引き上げて、空き店舗１事業所、新規１事業所に支給したもの、事業者向けＤＸ化支

援事業支援金８万８千円は、キャッシュレス決済やテレワーク等の感染予防対策に配慮

した環境整備に対し、１事業所に支給したもの。そして、運送事業者、運送事業等燃料

価格高騰対策支援金２６１万６千円は、町内の運送事業者への支援金で、大型車１０台

以上を有している１０事業所、また１０台以下及び介護タクシー等９事業所に支給させ

ていただいたものでございます。 

 ２目消費生活対策費、支出済額３９万６千１４２円。消費生活対策事業３９万６千１

４２円のうち、１２節委託料２０万円は、終活に関する講座の開催、また悪質商法やＦ.

Ｃ.大阪の協力で契約の啓発動画を作成した委託料でございます。１８節負担金補助及

び交付金１９万４千円は、富田林市、河南町、千早赤阪村及び本町が合同で実施してい

る消費者相談事業への負担金でございます。令和４年度の相談件数は全体６６９件で、

うち本町住民からの相談は５６件でございました。 

 ３目観光推進費、支出済額２千２０３万３６０円。観光推進事業１千７５３万４千７

６１円のうち、１２節委託料７９７万４千２３１円は、妹子トイレの維持管理とマスコ

ットキャラクターたいしくんを活用したＰＲ事業委託料などでございます。 

 次頁１３２、１３３頁をお願いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金９３６万６千円は、太子町観光・まちづくり協会への助

成金８８２万１千円や竹内街道・横大路活性化実行委員会負担金などでございます。 

 道の駅運営事業４０７万９千２３４円のうち、１２節委託料２５９万７千３４２円は、

道の駅の清掃管理、並びに機械警備などの業務及び設備における維持管理に要した費用

などでございます。１８節負担金補助及び交付金４万７千円は、道の駅連絡会年会費で

ございます。 

 竹内街道交流館維持管理事業４１万６千３６５円のうち、１０節需用費２９万８千６

６５円は、電気料及び水道料金等で、１２節委託料１１万７千７００円は、空調設備の

保守料でございます。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額９千４９８万１１３円。 
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 次頁１３４、１３５頁をお願いします。 

 道路橋梁管理事業８７８万４千７８６円は、道路管理に要した経費で、１２節委託料

５９２万９千円のうち道路台帳補正業務委託料５７０万９千円は、５年に１度の道路台

帳の補正にかかる費用でございます。今回の補正により本町の管理する道路は３２５路

線、約７７.６キロメートルとなっております。１４節工事請負費７５万２００円は、

町道永田南䭜線浸水対策工事の工事請負費でございます。 

 町道維持管理事業２千７５３万７千７８円は、町道敷の維持管理に要した経費で、１

０節需用費３８５万３千８０円のうち、電気料１５３万７千８０６円は町道道路照明灯

１７４基、トンネル照明灯４１基分の電気代でございます。また、修繕費２３０万８千

８８５円は道路関係の修繕１４件に要した修繕費用でございます。 

 １２節委託料１千５６５万１千５８２円は、道路側溝清掃、町道敷の除草、植樹帯維

持管理及び高木剪定を実施したものでございます。 

 １３節使用料及び賃借料２０３万８３２円は、ＬＥＤ灯具に交換した道路照明灯及び

トンネル照明灯リース代でございます。１４節工事請負費４４０万９千９００円は、町

道維持工事にかかる費用で、町道通法寺１号線浸水対策工事のほか、町道葉室長池２号

線、東条北畑線などの舗装修繕工事及び町道西之町後屋線路肩復旧工事に要した費用で

ございます。１５節原材料費１５４万７千２０９円。 

 次頁、１３６、１３７頁をお願いします。 

 町道の修繕に必要なレミファルト、コンクリートなどの原材料費でございます。１８

節負担金補助及び交付金４万４千４７５円は、大阪府の道路照明灯の過払い事案に伴う

精算金で、本来、町が支払うべきであった道路照明１灯の電気代相当額でございます。 

 道路用地取得事業９万９千円は、太子地区における里道の境界確認伴う復元測量に要

した費用でございます。 

 アドプト活動事業１２万３千４００円は、町の管理する道路や公園の一部を民間団体

によって維持管理していただくもので、現在活動されている３団体に対するごみ袋の消

耗品、ボランティア保険代、及び医療や花の苗などの費用でございます。 

 町道老朽化対策事業３千７０１万６千１００円は、舗装の修繕工事と橋梁の保全に必

要な費用であり、１２節委託料１千６８１万３千５００円は、橋梁定期点検業務委託料

に要する費用で、本町の管理する橋梁４１基のうち３４橋梁の近接目視点検調査に要す

る費用でございます。１４節工事請負費２千２０万２千６００円のうち、町道老朽化対
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策工事請負費１千２０５万３千８００円は、町道喜志太子線などの舗装補修工事、歩道

修繕工事請負費１９７万６千７００円は、聖和台地区の西山龍王寺線の歩道舗装修繕工

事、橋梁保全工事請負費６１７万２千１００円は、町道竹内春日線の鹿向谷大橋におけ

る伸縮装置部材の交換工事を実施したものでございます。 

 交通安全施設整備事業２２９万３６２円は、町道における道路反射鏡やフェンス及び

区画線などの交通安全施設の整備に要した費用でございます。 

 ２項河川費、１目河川等改修事業費、支払済額１千７０１万４千２４０円。河川管理

事業３万６千２８０円は、河川事業に必要な消耗品及び河川関係の団体に対する負担金

などでございます。 

 次頁、１３８、１３９頁をお願いします。 

 普通河川維持管理事業１７２万６千７８３円は、本町が管理する普通河川の維持管理

に要する費用でございます。１０節需用費７７万７４０円は、河川や水路などの修繕に

要した費用でございます。１２節委託料４７万８千３００円は、唐川ホタル保護区域の

草刈り業務及びホタルを観賞に来られた方の対応のための警備委託料でございます。１

５節原材料費４７万９千７４３円は、河川及び水路の維持管理に必要な原材料費に要し

た費用でございます。 

 土砂災害対策事業３１万４５０円は、土石流監視システムに伴う電話料、及び雨量計、

土石流監視装置システムの保守点検業務委託料でございます。 

 ３項都市計画費、１目都市計画費、支出済額３千６６万３千８４５円。都市計画管理

事業３７０万７千９４円のうち、１節報酬４万２千円は、都市計画審議会委員報酬でご

ざいます。昨年度は都市計画審議会１回を開催しております。１８節負担金補助及び交

付金３５８万２千６４円は、都市計画関係各協議会等の負担金及び南河内広域行政共同

処理業務負担金でございます。 

 次頁、１４０、１４１頁をお願いします。 

 空家等対策推進事業９２万１千４４６円のうち、１節報酬２万８千円は、空家等対策

協議会委員報酬でございます。１０節需用費１５万４千８５８円のうち、印刷製本費１

４万６千３００円は、昨年度、部分改定しました太子町空家等対策計画の冊子印刷に要

する費用でございます。１２節委託料７２万５００円は、空家等管理台帳システムの更

新作業に要する費用でございます。なお、現在の空き家は１０９軒でございます。 

 ２目都市公園費、支出済額１千４４９万６千３２１円。都市公園維持管理事業１千４
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４９万６千３２１円です。１０節需用費１１７万９千８７５円のうち、電気料５８万９

千８７２円は、公園照明灯６３基分の電気代でございます。また、修繕費３３万８千８

８５円は、公園施設のフェンス、トイレ及び遊具などの修繕に要した費用でございます。

１２節委託料１千９万８千２１２円は、都市公園の清掃、除草及び高木剪定などに要す

る維持管理費用及び太子向少路地区の町有地の草刈り、薬剤散布に要する費用でござい

ます。１３節使用料及び賃借料６６万４千８４８円は、ＬＥＤ灯具に交換した公園照明

灯６２灯分のリース代でございます。１４節工事請負費２５０万８千円は、都市公園遊

具更新工事請負費として、落原公園とさつきヶ丘公園の遊具更新に要した費用でござい

ます。なお、本年度は畑・薬師山公園を予定しております。１５節原材料費４万５千３

８６円は、砂場の補充用砂及び木材等の材料費でございます。 

 ３目下水道費、支出済額１億２千２０２万６千６２１円。下水道事業会計繰出金事業

１億２千２０２万６千６２１円は、下水道事業会計への繰出金でございます。 

 ４目まちづくり推進費、支出済額１８４万２千１７８円。景観まちづくり推進事業２

４万２千１７８円は、花のあるまちづくりの会のボランティア活動に要する費用で、庁

舎周辺やポケットパークなどの花づくり等、住民協働のまちづくり活動を積極的にして

いただいており、その活動に必要な軍手などの消耗品費及び保険料並びに花の苗などの

費用でございます。 

 次頁、１４２、１４３頁をお願いします。 

 安全安心まちづくり推進事業１００万円、１８節負担金補助及び交付金で、木造住宅

除却補助金５件分でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業６０万円、１８節負担金補助及び交付金で、木造

住宅除却補助金上乗せ３件分でございます。 

 次頁１４４、１４５頁をお願いします。 

 ８款消防費、１項消防費、４目水防費、支出済額７万８千５２０円。水防事業７万８

千５２０円は、土のう袋、木杭など水防資材の購入費でございます。 

 少し飛びまして、１８６、１８７頁をお願いします。 

 １０款災害復旧費につきましては、農林水産業施設災害並びに公共土木施設災害が発

生しなかったため、支出はございませんでした。 

 以上で歳出についての説明を終わります。 

 引き続き、歳入についてご説明申し上げます。 
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 ２４、２５頁をお願いいたします。 

 １２款交通安全特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１目交通安全対策特別交

付金、１節交通安全対策特別交付金、収入済額１９１万１千円は、交通安全施設の設置

に対する交付金でございます。１３款負担金及び交付金、１項負担金、２目土木費負担

金、１節道路橋梁費負担金、収入済額５９万１５０円は、町道通法寺１号線浸水対策工

事に対する富田林市からの負担金でございます。なお、負担割合は事業費の２分の１で

ございます。 

 ２６、２７頁をお願いします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、収入済額４千４５５円。こ

れはごみ集積所に設置されている電柱などの占用料でございます。 

 ４目商工使用料、収入済額１４４万円。１節道の駅施設使用料１４４万円は、道の駅

「近つ飛鳥の里・太子」の施設使用として、月１２万円の使用料でございます。 

 ５目土木使用料、収入済額９６５万９千３６０円。１節道路等占用料９５３万９千７

０円は、道路敷などにおける電柱などの占用料及び春日地区町有地における行政財産目

的外使用料でございます。２節道路公園使用１２万２９０円は、道路と同じく公園にお

ける電柱などの占用でございます。 

 次頁、２８、２９頁をお願いします。 

 ３目衛生手数料、収入済額１千９９９万７千７９０円。１節し尿汲取手数料、収入済

額２００万８千４９０円。し尿汲取券一般２千４８３枚及び無臭トイレ用券２４５枚、

臨時汲取券の販売手数料でございます。 

 ２節犬猫死体処理手数料、収入済額５万２千５００円は、２１体分の処理手数料でご

ざいます。 

 ３節廃棄物処理手数料、収入済額１千７４０万８千８５０円は、家庭系廃棄物及び事

業系一般廃棄物の処理手数料でございます。 

 ４節飼犬登録手数料、収入済額４６万８千５５０円は、７７頭分の犬の登録手数料２

３万１千円及び４２９頭分の狂犬病予防注射済交付手数料２３万５千９５０円などでご

ざいます。 

 ５節特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料、収入済額５万９千４００円は、テレビ、

冷蔵庫、エアコン、洗濯機の家電４品目、２２台分の収集運搬手数料でございます。 

 ４目土木手数料、収入済額４６万９千８７０円。１節土木管理手数料７万７千６００



－８３－ 

円は、道路などの境界明示６件分及び屋外広告物手数料１３件分の手数料でございます。

２節都市計画手数料３９万２千２７０円は、住宅開発許可に関連する手数料２件及びそ

の他開発登録簿写しの交付などでございます。 

 次頁、３２、３３頁をお願いします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、収入済額１千３１４万

１千円。１節道路橋梁費補助金１千２６４万１千円は、橋梁保全工事などの町道老朽化

対策事業に対する道路メンテナンス事業補助金でございます。２節まちづくり推進費補

助金５０万円は、民間住宅に対する木造住宅除却補助金５件分の国庫補助金でございま

す。 

 次頁、３４、３５頁をお願いします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金、１節総務管理費補助金６千８

６９万２００円のうち、公害防止事務補助金が９万４千円、環境規制関係の移譲事務交

付金が６３万６千円でございます。 

 次頁、３６、３７頁をお願いします。 

 ４目農林水産業費府補助金、収入済額１千３８万３千５２円。１節農業費補助金１千

２６万５２円、主なものとして、農業委員会交付金及び農業委員会費補助金、農業次世

代人材投資事業補助金などでございます。２節林業補助金は、大阪府自然環境保全条例

事務処理等の移譲事務交付金１２万３千円でございます。 

 ５目商工費府補助金、収入済額１８万２千円。１節商工費補助金１８万２千円は、電

気・ガスの販売許可などの移譲事務交付金でございます。 

 ６目土木費府補助金、収入済額１７４万７千１５０円。１節道路橋梁費補助金７６万

２千円は、違法屋外広告物除却交付金及び移譲事務交付金でございます。２節都市計画

費補助金９８万５千１５０円は、開発許可及び建築基準法事務交付金並びに都市計画移

譲事務交付金でございます。 

 次頁、３８、３９頁をお願いします。 

 ３項府委託金、３目農林水産業費府委託金、収入済額３９７万１千４８０円。１節林

業費委託金３９７万１千４８０円は、二上山・万葉の森維持管理運営等の委託金などで

ございます。 

 ４目商工費府委託金、収入済額２４３万７千６００円。１節商工費委託金２４３万７

千６００円は、道の駅「近つ飛鳥の里・太子」の管理に係る府委託金でございます。 
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 ５目土木費府委託金、収入済額２万６千円。１節都市計画費委託金２万６千円は、福

祉のまちづくり条例委任事務交付金です。 

 ４２、４３頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節雑入のうち、備考欄の下から２０段目、資

源ごみ売却代として６２６万９千８７９円、その１段下、農業者年金業務委託手数料と

して１３万６００円、その１段下、建築物調査報告事務費として１６万６千６８０円、

その１段下、地図売却代で２万６００円、その１段下、道の駅自動販売機電気代として

２３万６千７９４円、その１段下、竹内街道交流館自動販売機電気代として３万９千８

９３円、その１段下、和みの広場自動販売機電気代として１０万２千４９２円。 

 次頁、４４、４５頁をお願いします。 

 上から６段目、有害鳥獣対策協議会精算金として６万５千円、その１段下、子ども活

動支援金補助金１００万円は、公益財団法人ライフスポーツ財団からの補助金で、公園

遊具更新工事に充当いたしました。下から３段目、妹子トイレ漏水による減免分として

１万３千８９９円。 

 以上で、まちづくり推進部所管の歳入歳出の説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○中村委員長 ただいま、まちづくり推進部関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。 

午前１０時１６分 休 憩 

                                        

午前１０時３０分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

○嚨本（博）委員 決算書４４、４５、子ども活動支援補助金のとこですが、先ほども公

園とかいろいろそういう話もあったんですが、ちょっと内容、少し細かくお話をしてい

ただけますか。 

○鳥取地域整備課長 子ども活動支援補助金ですけれども、これは公益財団法人のライフ

スポーツ財団が実施する支援事業でございまして、いわゆる皆さんご存じのスーパー、

ライフが運営するライフコーポレーションの株式を基本財源とする財団がやっている事
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業でございます。 

 新型コロナウイルスの影響や生活様式の変化などにより、子どもたちが体を動かす機

会が減少している中、子どもたちの健全な心身発達のために日常的な運動遊びやスポー

ツに親しむための取組を行う地方公共団体等の活動経費の一部を支援する事業でござい

ます。 

 一応、対象経費としましては、公共施設にある大型遊具の設置や修繕、それと、子ど

もが使用する運動スポーツ用具の購入、それと子どもや親子を対象とする運動スポーツ

事業の開催経費などが対象になっておりまして、支援金額としましては、１支援団体に

つき一律１００万円というふうになってございます。 

 以上です。 

○嚨本（博）委員 いろんな部分に使っていただいているみたいなんですけれども、今ま

でこの制度というのはずっとあったんですか、これ。 

○鳥取地域整備課長 制度としては過去からもあったようでございますが、本町におきま

して採用したのは令和４年度で初めてでございまして、ちなみに、今年度も申請し、交

付決定を受けている状況でございます。 

○嚨本（博）委員 ただ、こういった民間の補助金なんかは、どうやって見つけてこられ

たんでしょうかね。また、国とか府では補助金いろいろな関係で紹介があるとは思うん

ですけれども、民間の補助金についてどういう経緯で申請されたのか教えてください。 

○鳥取地域整備課長 団体の補助金、いわゆる民間の補助金に近いものです。それでも、

市町村に対して紹介が来るものもございます。例えば、スポーツ振興の「ｔｏｔｏ」の

補助金なんかもそうなんですけれども、あれにつきましては、市町村に対してこういう

補助金がありますというふうに紹介がございますが、今回のこのライフコーポレーショ

ンに関しましては、全く一切そういう紹介がございませんで、実情を申しますと、私と

かがほかの市町村から聞いて、こういう補助金あるよというふうにお聞きして、それを

うちの内容に当てはめたところ合致するということで採用した次第でございます。 

○嚨本（博）委員 いただけるものは何でもいただいたら本当ありがたいなという。少し

でも財政負担、軽減する取組をいただき、本当に尽力使っていただいてありがとうござ

います。こういった地道な活動が住民さんにも届くと思いますので、今後も労力かかる

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

○藤井委員 １２０頁です。清掃費についてお尋ねします。 
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 町会自治会がクリーンキャンペーンに参加していますが、年々町会自治会に加入しな

い方、脱会する方が増えています。第５次総合計画には２０１９年実績値で町会自治会

加入率が５２.３％とありました。２０２５年の目標値でも６０％です。ほぼ半分の住

民が町会自治会に加入していない中で、クリーンキャンペーンを知らない住民さんもい

ると思うのですが、半分は参加しなくても仕方がないとお考えなのでしょうか。自主的

に参加することを呼びかけているのですか。お尋ねします。 

○木下環境農林課長 クリーンキャンペーンについてのご質問でございますが、町会に加

入されてない方の参加ということですが、町会に加入されてなくてもクリーンキャンペ

ーンにつきましては、当然にご参加いただける事業でございます。広報等で周知してお

りまして、個人で参加される場合もごみ袋等の配布は窓口でやってございますので、そ

ういった形でご利用される方もいらっしゃいます。広くたくさんの方が参加していただ

けるように、今後も周知してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

 次に、十数件まとまって建てた住宅で、町会自治会が最初からないところもあります。

自主的に参加することを呼びかけることも、また検討してください。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本（馨）委員 では、６款の商工費でお聞きしたいんですけれども、予算編成では当

初予算で６千８６７万４千円を計上していたんですが、支出額では１億２千９９１万円、

倍かかったんですね、この決算書を見ると。その中で項目を見ると、新型コロナウイル

ス感染症対策事業で７千３３８万円使っているので、恐らくその分がかかったのかなと

思うんですが、来年もその予算編成ではそのお金を計上する予定なんですか。 

○小路観光産業課長 ご質問の商工業費の関係になってくると思うんですけれども、これ

については、コロナ関係の部分で補正予算の部分でさせていただきましたので、当初の

金額に比べまして、補正予算のコロナの部分で対策費で非常に上がったという形になっ

ておりまして、来年度というか、令和５年度の事業予算案につきましては、このコロナ

のほうは入っておりませんので、通常の令和４年度とあまり変わらない予算になってい

ると思いますけれども。 

○嚨本（馨）委員 元々、この補正予算に組んだ金額のお金というのは、財源は国からも

らうお金だったんですか。 
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○小路観光産業課長 そうでございます。 

○嚨本（馨）委員 次に、３款の都市計画費、１項都市計画費の中で、空家対策なんです

けど、推進部長が空き家は１０９軒というようなことで言われてたんですけど、空き家

というのは、１軒ずつ訪ねて調べて空き家というのは分かるんですか。それとも、いろ

んな情報が来て分かるんですか。 

○鳥取地域整備課長 空き家の軒数に関しましては、今、委員がおっしゃったような両方

の要素によって、大体、うちのほうで把握しております。うちの職員が直接回って、こ

こは空き家というふうに確認したところ、すると、地域の皆さんからここは空き家なの

で草がぼうぼう生えている、何とかしてほしいという情報を基に加えて、それでうちの

把握している軒数が１０９軒ということでございますが、正直申し上げまして、まだ闇

に隠れている空き家というのも、把握してない部分も正直ございます。 

 以上です。 

○嚨本（馨）委員 そうすると、その税金はどうしているんですか。固定資産税、ちゃん

と取れているか取れてないかというのは誰が分かっているんですか。 

○小角政策総務部長 固定資産税につきましては、仮に死亡等になりましたら、代表相続

人というか、そういう方を追いかけてお支払いしていただくような形になっております。 

 以上です。 

○嚨本（馨）委員 取れてないところの空き家もあるということですね。 

○小角政策総務部長 取れてないところはないというふうに理解しております。 

○嚨本（馨）委員 理解しているというのは、自分が分かっているというだけですか。実

態というのは分かっているんですね。ないということ。 

○小角政策総務部長 税務課のほうで、その辺把握しておりますので、そこに関しまして

は取りこぼしのないような形で、代表相続人といいますか、そこに関しては請求するよ

うな形になっていますので、取りこぼしは、仮にそういうふうな、いない状況であると、

その辺はちょっと確認しないと分からないんですけれども、基本的にはそういう形で代

表者の方から税金をいただく形にはなっています。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 今、さっきの空き家にちょっと関連してなんですけど、これ実際には決算書

には出ていますが、空家バンクの、今、ずっと制度をされているかと思うんですけど、

今実際の利用実績等、空き家の登録数と空き家を買いなんか貸しなんか分からないです
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けど、そういう問合せの窓口に来られている実績というのを数字があったら教えていた

だけませんか。 

○鳥取地域整備課長 空家バンクに関しましては、空き家の物件の登録というのは今のと

ころゼロ件でございます。ただ、空き家を求めている方というのは、現在、希望者数は

２８名というふうになっております。 

○村井委員 ということは、この空家バンクという制度を利用して、売買なのか賃貸なの

か利用されて、太子町にお住まいになったという利用実績はゼロということでよろしい

でしょうか。 

○鳥取地域整備課長 過去に令和２年に１件、マッチングが成立した案件がございます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 １２４頁、お願いします。 

 農林水産業費についてお尋ねします。農業次世代人材投資事業費についてですが、う

まくいっているのでしょうか。農林水産省が７日発表した２０２２年度の食料自給率は

カロリーベースで２１年度と同じ３８％でした。主要国で異常に低い水準にとどまった

ままです。世界の食料情勢が激変し、先行きが不透明になる中、食料自給率の向上に真

剣に取り組むことが求められています。太子町の豊かな自然と農地は切り離せるもので

はないと思います。基幹農業従業者の５９％は７０歳以上で、今、農業を守らなければ、

更に自給率が減っていきます。町独自の農業支援策は考えられるのでしょうか。よろし

くお願いします。 

○木下環境農林課長 次世代人材投資事業についてのご質問でございます。太子町の実績

についてまずご報告いたします。 

 令和２年度に１名の方が事業の対象となりまして、令和３年度は５名の方、令和４年

度が更に１名増えて、６名の方が今実際に事業の補助金を受給されておるところでござ

います。営農の状況でございますが、今、６名の方、皆様引き続き、順調に営農を続け

ていただいておる状況でございます。 

 高齢化というご質問ございましたけれども、次世代人材投資事業、今年度より新規就

農者育成総合対策事業と名前を変えておりますが、対象は４９歳以下となってございま

すので、若手の就農者が増えておる状況でございます。 

 今後の町の独自的な支援というところもご質問でございましたが、お金的には事業費

的には発生しませんが、我々としましたら、農業者所得の向上、そこを目指しまして、
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南河内フルーツの更なる知名度の向上、そういったところの観点から農業者所得の向上

というところを目指してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

 近い将来、担い手の減少、減るのはもう大変です。農地の減、耕作放棄など生産基盤

の崩壊も拍車がかかっています。ブドウ農家さんにどんな支援が欲しいか尋ねたら、後

継者が欲しいとおっしゃっていました。食べていくだけのもうけが出れば続けていくこ

とができるのにという声も聞きました。ぜひ太子町の農業を発展させることをよろしく

お願いします。 

 次に、頁１２９、万葉の森ですが、駐車場が崩壊したと聞いたんですが、その後どう

なっているのでしょうか。また、危険な状態に今はなってるのかどうか、早く復旧工事

もできるようにということで、府に働きかけをよろしくお願い申し上げます。 

 次に、道の駅の運営について、運営事業者公募による施設の効率的かつ効果的な活用

に取り組みましたと、令和４年度主要施設の決算報告にありますが、取り組んだ結果、

どんなふうになっているのか状況を教えてください。 

 以上です。 

○木下環境農林課長 まず、先に私のほうから万葉の森の駐車場の件についてお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 万葉の森の駐車場につきましては、ご存じのとおり、今年度の春から閉鎖しておる状

況でございます。まず、閉鎖している場所なんですけれども、恥ずかしながら私も駐車

場として認識しておったところでございますが、大阪府として整備してくださったのは、

現在使用されているアスファルトの部分、あそこが正規の駐車場でございます。陥没が

起きて、今閉鎖しておるところにつきましては、元々は道路の残地、及び旧の府道敷と

水路敷でございました。そこをどなたかが、勝手にと申しますか、埋められて、駐車場

のような形状になっておる経過というのが、今回、判明したところでございます。 

 復旧方法につきまして、大阪府と協議を行っておったんですが、本格的に直そうと思

うと、数千万円程度の事業費、数千万円ではきかないかもしれないんですけれども、か

なりの事業費がかかるということが判明いたしまして、今のところ、元々駐車場ではな

かったところということなので、復旧のほうにそれだけの事業費をかけるというところ

は目処が立っていないというような状況でございます。 
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 以上です。 

○小路観光産業課長 道の駅の運営状況ということでご質問があるんですけれども、令和

４年４月から太子町観光・まちづくり協会のほうが運営を行っておられます。令和４年

度の事業報告の決算によりますと、７千３００万円の物販の売上げ、前年が５千８００

万円ですので、前年比で対して２０％の増ということになっております。それとコロナ

禍の前の平成３１年度の比でも２２％の増という形になっております。 

 あと、直売部門の出荷者の登録会員数なんですけれども、令和４年で８９名、前年が

５０名ですから、約４４％の増加になっております。 

 あと、出荷者の販売手数料については１５％と決めておりますので、出荷者の負担に

ついては、以前の１７％から２％減しておる農家については、地域振興のほうの効果が

見られるということになっております。 

 あと、情報発信についてなんですけれども、独自のホームページやインスタグラムの

運営を行い、道の駅のＰＲについても、定期的に特産品のＰＲイベントを実施して、あ

と、キッチンカーを誘致するなどによって、道の駅のにぎわいを創出につなげているこ

とになっております。 

 特産品の活用についてなんですけれども、独自開発という形の部分でフィナンシェや

ジェラート、ドレッシングなどを商品化して売上げの増加にも役立てておられるという

ことを聞いております。 

 あと、以上のように、積極的な運営が全体の売上げ増につながっているとは考えるん

ですけれども、このような運営状況は当初の協定に基づいて提示された事業計画を概ね

達成されているということで考えております。 

 以上です。 

○斧田委員 １３１頁の新型コロナの対策事業の関係についてなんですけれども、ここら

辺、大阪府等で実施していた事業の中で、やはりこの不正受給というんですか、そうい

うふうなことを言われている部分があるんですけれども、太子町の場合、それの影響と

いうんですか、今後出てくる可能性はあるんでしょうか。 

○小路観光産業課長 斧田委員のほうがおっしゃっていた大阪府の支援事業の中で、不正

が行われた場合とかがあるんですけれども、太子町のほうにはまだその部分については、

不正を行ったというところというのは報告は受けておりません。それと、今、現段階に

つきましては、太子町独自の支援事業とか、あと、国、府と一緒になってさせていただ
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いている事業につきましても、大まかな数字も得られましたので、一応、事業としては

成り立っているかなというふうに思っております。 

○斧田委員 こういうふうなことというか、町のほうが原因したんではなくて、あくまで

も影響を受けてしまうというふうな部分もあるんですけれども、やはり、そういうふう

な返還してもらわないといけなくなるような状態が出たときには、ちゃんと適正な対応

のほうをお願いできたらと思います。 

 引き続いて、１３５頁の町道の老朽化の関係のことで質問したいと思います。 

 やはり、老朽化、特に表層というんですかね、一番舗装の上側を塗り替えるだけでも、

町自身というんですか、道路自身が本当に光って見えるような状態になるというふうな

ことを近くに住んでいる人たちのほうからもご意見を聞かせてもらっているところなん

ですけれども、特に、この頃、ウォーキングする人がいてる中で、表層がぼろぼろにな

って、それが原因でこけたりというふうなことで行政のほうに賠償責任言われないよう

なためも含めて、ある程度、何というんですか、舗装の打ちかえの基準というのはつく

られているとは思うんですけれども、今、そういう流れの中で、町として若干そういう

費用的な部分も、こういうふうな生活的な一番ベースになるような老朽化対策に向けて、

これから先というんですかね、町のほう、取り組まれるような意思はないのかどうか聞

かせてもらえたらと思います。 

○鳥取地域整備課長 今の斧田委員の質問につきましては、一応、大きな柱として２本考

えております。１本はここで言う老朽化対策事業、いわゆる平成２８年にわだちとかひ

び割れ等を調査して、その結果、非常に悪いところから順序よくやっていく、国費事業

としてやっている、去年でいうと喜志太子線の舗装工事もそうなんですけれども、ああ

いう形で定期的に計画を立ててやっていく部分、大きな柱の１本。 

 もう一つの部分は、今、斧田委員からもありました、いわゆる住民さんの生活に直結

した生活道路、いわゆる極端な話、軽１台しか通らないような道路であっても、やはり

人の歩く道路であり、町が管理する道路にあるのは間違いございませんので、そこに関

しましてもできるだけきめ細やかな対応をさせていただこうかなというふうに思ってお

ります。 

 ただ、住民さんの声を聞くだけでなく、なるべく私ども町を通ったときに傷んでいる

なというふうなこともありますし、今年に関しましては、１件、郵便局のパトロールと

いうか、郵便局の配達の方からここ傷んでいるよというふうな通報を受けた案件もござ
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いました。そういう場合は、緊急を要すれば私らのほうで直営作業でやりますし、大規

模であれば、業者に発注するというふうな形で取らせていただいておりますので、そう

いう形でいろんなネットワークを使いながら、きめ細やかな対応を心がけていきたいと

考えております。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 本当に普段の生活していく上で、家から出ると、すぐ道路につながるわけで、皆さん

のほうにしても安全なまちというイメージでもこれから必要とされてくると思いますの

で、取組のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

○森田副委員長 先ほどの道の駅でちょっとお聞きしたいんですけれども、あまり道の駅

は利用してないけど、一月ぐらい前に道の駅へ行きましたけれども、そのとき、今、行

政ではキャッシュレスキャンペーンというのをやっていて、いけるんかなと思ってて、

そのときはまだ現金しかあきませんって言われてんけれども、もう、今いけますんか。 

○小路観光産業課長 森田委員のご質問なんですけれども、キャッシュレスにつきまして

は、前年、キャッシュレス決済をさせていただいたときにも、道の駅というのは対象外

というか、対象店舗にはなってなかったんです。徐々にキャッシュレスが普及していく

中で入れていっていただければいいなということで言っていたんですけれども、まだ今

のところ、現金のみという形の部分で動いております。 

 これにつきましては、キャッシュレスすると、手数料が約３％かかってくるわけなん

ですけれども、道の駅の部分の中で出荷者から１５％取って、そこから手数料として

３％取られるという形になってくると、道の駅の収入自身が非常に少なくなってくると

いう部分があって、あと、利用者についてはＰａｙというキャッシュレスを使うのが一

番便利にはなってきているんですけれども、今のところ現金のみという形で動いており

ます。 

 以上です。 

○森田副委員長 そやからね、採算面で３％取られるとか何かであったら、行政自体かて、

こうやって進めるのはおかしいん違うの。やっぱり、利用者のためにも、今であったら

ほとんどキャッシュレスって、私なんかでももう１円玉とか、ポケットに入っているの

が嫌でキャッシュレスのあるとこばっかりいてるからな。行政も進めてんやから、道の

駅も品物出している人の利益が少ななるんであったら、また何か方法を考えてでも、キ

ャッシュレスになるように進めていただくようお願いいたします。 
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○村井委員 同じくこの道の駅に関連なんですけど、森田委員の質問で、私もそのキャッ

シュレスを道の駅で使えたらいいなというふうなお客様からの声、私もこの前のブドウ

の最盛期のときにちょっと行かせてもらったら、レジのとこに並んでてキャッシュレス

使えると思ったら使えなかったと。あわてて現金を取りに行ったという方が目の前でい

らっしゃって、そういうところで、今の大きな流れの中でキャッシュレス決済というの

は必要やろうけど、やっぱりその運営を委託している以上は、その団体の方のご理解を

得ながら、農家出荷さんの合意をしっかり得ながら、キャッシュレスを使える可能な道

の駅になっていったらいいなと思いますし、その辺のところと、もう一個、先ほどこの

売上げのところで７千３００万円と年間であったというところで、中々、私も足を運ば

してもろうたけど、盛況ぶり、特にこのブドウのシーズンとミカンのシーズン、やっぱ

り駐車場がもう車駐められへんぐらい利用者さん、ドライバーの方が来られて、休憩し

て、お買物をして帰られるというようなところで、すごく活性化はしているなというよ

うな実感もあるんです。 

 ただ、令和４年の４月１日から国交省の道路局長通達に基づいて、太子の道の駅でも

飲食が可能になったと。今さっき、ご答弁あったキッチンカー、来てもらっています。

中でジェラートを販売できますとかいうところで、大きくそこが変わったと思うので、

これから先、そういうハード、もしくは施設の改良、もしくは拡張していくとかいう、

そういう計画とかそういう考えはないのか教えていただけませんか。 

○小路観光産業課長 道の駅の部分なんですけど、活性化についてなんですけれども、６

月の一般質問でも建石議員のほうからもあったと思うんですけれども、道の駅について

ですけれども、今回、大阪府と一緒に活性化に向けてということで、活性化構想案とい

うのを令和４年度にさせていただきまして、令和５年度について検討会というのをさせ

ていただきまして、今現在、平成９年９月から開所した道の駅が大体約２６年経ってい

るので、それにおいては老朽化していく中で、今後、大阪府と一緒になってこれについ

て考えていこうかなという部分を今させていただいているところなんですけれども、今

後、これについては駐車場と施設についてなんですけれども、まだ、道の駅がどういっ

た部分かというのを見極めた上でという形になりますので、今の状態というのを把握し

た上で確認していって、その後、勉強会もしくは検討会についてしていきたいと。事業

報告、今後の事業についてどうしていくかというのをちょっと検討していきたいなと思

っております。今、勉強しているところです。 
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○村井委員 今、大阪府と力を合わせて、どういうふうなことで動いているか分からない

んですけれども、そもそも前の方にも私、説明していただいたんですけど、その令和４

年４月１日から変わったのは、国交省道路局長なんですよ。あの施設の一番決定権者は

近畿地方整備局長のはずです。だから、大阪府だけじゃなくて国にもしっかり働きかけ

んと、何ぼ大阪府がやりますと言っても国がノー言うたらノーなので、やっぱりその辺

のところ、最高決定権者は誰や、あれは施設管理者の一番上、近畿整備局長なんですよ、

多分。多分じゃないです。 

 各地方整備局長が各ブロックの道の駅の長となって、認定もしくはそういうことがあ

るので、国にもしっかりとこういう太子の道の駅、こうしたいんやというような、４月

１日から飲食になったときも、大臣通達の中にも地元地域の地域振興に資するというよ

うな条件が、何でもかんでも売ってもいいですよじゃなくて、地域振興、地方創生の一

環のメニューだと思うんですけど、地域振興に資する飲食に関しては許可を出していき

ましょうというふうなところの大臣通達が、道路局長通達があったと思うので、その辺

のところもしっかりと踏まえた上で、これ、大阪府と一緒に力を合わせていって、あく

までも道の駅はドライバーの休憩施設なので、しっかりと休憩を取ってもらえるような、

どんどん利用してもらえるような道の駅になったらいいと思いますので、その辺また力

を入れてもらいますようにお願いしておきます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○齋藤副町長 太子の道の駅に関するご質問をいただきました。道の駅に関しましては、

平成９年に開設して以来、実に２６年経過しまして、施設の老朽化が進んでいるという

ところもあります。 

 それから、また、例えばイベントの実施時においては、先ほどもありましたが、ブド

ウの時期とかミカンの時期になりますと、駐車場がちょっと足りないとかというふうな

時期もありますし、また、そもそも休憩スペースが少ないと、そういった課題もあると

ころでございます。 

 本町の道の駅を改めて考えますと、やはり、南河内フルーツロードに面しているとい

うふうないわゆる特長というか、強みもございます。そういった強みを生かしながら、

今後どういった機能強化ができるかというのを昨年から大阪府と一緒になって勉強会を

開催して、機能強化策について検討を行っているところでございます。 

 本年度も検討会という形で、グレードを上げて機能強化策について検討を進めるとこ
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ろで、やはり、仮に機能強化をしていくということになりますと、どういったポテンシ

ャルがあるのかと。いわゆる今の本町の道の駅にどういったポテンシャルがあるのかと

いうのをしっかり見極めていく、検証していくということが重要ですので、本年度の検

討会においても、そういったポテンシャルの調査とかそういったこともやっていきたい

なというふうに考えているところでございます。 

○村井委員 今、ご答弁の中では、フルーツロードという大阪府、南河内これ各自治体で

肝煎りのというところで動いていかれていると思うんですけど、前からもちょっと言っ

ていますように、道の駅ではなくて、ブドウに関しては、今、道の駅ですわ。もう各町

内の個人の農家さんの直売所はもう品切れ、シーズンオフに入っていくシーズンやと思

うんですけど、これからは道の駅で購入してくださいよということなっていくかと思う

んですけど、やっぱり、太子町においては道の駅を中心としたところで、いわゆるフル

ーツロードという計画されている広域農道、通称広域農道ですね、今は町道なのか分か

りませんけど。 

 あの沿線の用途区域、用途地域のところを変えていかんと、今の農振の用地のままで

いっていたら、何ぼいいイチゴを作っても、何ぼいいメロンを作っても、そこで売れま

せん。そこでパフェのお店１軒建てれません。喫茶店１軒建てれません。ちっちゃい棚

置いて、缶々に１００円入れてくださいは、何とかいけるのかな、法律上は。その辺の

ところもしっかりフルーツロードと言ってやっていく以上、農家さんとかもできたらい

いなみたいなことは思われるんですけど、いや、結局、何もできませんよというのが現

状だと思うので、その辺の今、お考えあるんでしたら教えていただけませんか。 

○村上まちづくり推進部長 昨年度から広域農道を南河内フルーツロードということで、

大阪府が主導されて、かなり力を入れてやられている。町の特産品としてはフルーツロ

ード周辺にブドウ、ミカンを栽培されている部分が集積されているということで、町と

してもかなり活性化が図られるエリアと考えております。今後、総合計画の変更も当然

見据えながら、それに合わせて、都市計画マスタープランの変更も当然必要になってく

ると考えられます。 

 以前の総合計画マスタープランをやった時期とは、もうかなり社会情勢、並びにこう

いった活性策が打ち出されていまして、そういった環境も変化していますので、それに

合わせた形で土地利用計画等を変えていくよう、変えていくというか、前向きに考えて

いくような形で、用途の変更というのは中々市街化区域、人口が減少していく中で、用
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途を持った都市計画、市街化区域にするというのは中々農振の用地もあることですし、

難しいかも分かりませんけれども、もうそれに合った形で活用できるような土地利用計

画というのは検討していきたいと考えております。 

○村井委員 それは本当によう考えとかんと、皆さん、フルーツロードというイメージで、

先行したら直売所なので、地方へ行ったらそうです、桃の直売所が並んでいると、ブド

ウが並んでいる、何かお店があってそこで休憩しながらちょっと甘いもんでもと、写真

撮ってＳＮＳに上げよう。やっぱり、そういうところのイメージがあると思うんです。

太子の道の駅はいいけど、南河内フルーツロードという、フルーツロードずっといった

ところに何があるねん、全部、多分農振の用地に近いと思いますわ、調整区域だったり。

太子の道の駅だけで集中してそこでやるんかって、そんなん現実離れすると思います。

そんなん本当に住民さんは求めてないし、農家さんも求めてないと思います。やっぱり

その辺のところをしっかりと、行政の思いは分かるんですけど、地元の方の声を聞きな

がらやらんと、フルーツロードってうたっているけど、周り、何も作ってないでという

ことも、今は作っているけど、１０年後もう農家やってないでとなり得るので、これは

何のフルーツロードやみたいな、もうどっかで買うてきた缶詰を売るんかみたいなこと

になっちゃったら具合悪いと思うので、せっかく大阪府がそれだけ力を入れてやられる

んであったら、１年でも長く、その周りで沿線でフルーツ栽培、もしくは野菜でもいい

です。地元の農家さんでやってもらって、ただ作ってもらうだけじゃなくてしっかり売

ってもらう。特に、私、農家の息子としてやっぱり農家の経営のところで現金収入とい

うのはすごく貴重なので、そういうところで農業経営をしっかりさせてもらって、続け

てもらうというのが、大阪府のただの観光より農業対策いうところもあるかと思うので、

その辺もしっかり考えてやってもらいますようにお願いしておきます。 

 続けてよろしいですか。それと、先ほどの斧田委員の続きなんですけど、１３５頁の

町道維持管理と、次の頁の老朽化対策というところなんですけど、これもここ数年、今

シーズンもあったんですけど、やっぱりゲリラ豪雨もしくは台風といったら、大雨降っ

た後の町道の維持管理いうか、陥没とか、小規模な陥没、大きな陥没とかもいろいろあ

るかと思うんですけど、そういう事例がちょっと何件かあったかと思うんですけど、そ

ういったところの予算のところも補正で組んでいったらいいのか分からないですけど、

昨今のゲリラ豪雨と言われる雨の降り方によって、一連のずっと見て、パトロールして

いるときじゃなくて、雨降った直後に大きな陥没があった、もしくは町道に何か流出し
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た砂利がばあっとたまってしまったとか、そういうところでいったら、この決算状況と

いったら、来年度予算のところとか、私はちょっとそういうふうに余裕持たせておいた

ほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺の今、お考えがあったら教えてい

ただけませんか。 

○鳥取地域整備課長 道路関係の予算への増加ということで、ご助言ありがとうございま

す。 

 台風とか出水時の後に関しましては、主要な道路については、私らのほうでパトロー

ルもしておりますし、当然、住民からの通報によって動いている場合もあります。 

 今回の台風２号及び７号でしたか、あのときもちょうど国道で倒木、万葉の森の近く

で国道の倒木等がありまして、通常であれば国道でありますので、富田林土木のほうで

対応していただくんですが、場所が場所で、奈良県からの交通も多いところですので、

もう四の五の言ってられないということで、町でもチェーンソーを持って駆けつけ、取

りあえず端に寄せて通行を確保したというふうな事例もございますように、なるべく私

らのほうできめ細かい対応は行っております。ただ、できるだけ予算は潤沢にあるわけ

ではございませんので、なるべくそれを有効活用しながら対応していきたいというふう

に考えております。 

○村井委員 おっしゃるとおり、さっきも、倒木、道路維持管理していく中で、もし雨が

降った後にそういう事象というか、陥没とかそういうのが発生したと。やっぱり、一番

最初に２次災害というのを未然に防止するということが大事、やっぱりそこを迅速に対

応するというのは大事なことですし、それでその周りをそういうふうに次の災害に向け

て予防的に対策を実施していくというのも、これ、非常に重要やと思うんでね。 

 それと私、その陥没のところに、今、マンホールという、いろいろマンホールがある

と思うんです。その中で、水道企業団に関するマンホールのところの陥没があったとき

に水道企業団がやらなあかんのか、これ、どないなんやろなというとこも、私が見たと

ころ、そういうところ、水道企業団との財源の分担とかということは可能なのか可能じ

ゃないのか教えていただけませんか。 

○鳥取地域整備課長 水道企業団ということが今挙げられましたが、いわゆる道路占用者、

関西電力でもＮＴＴもそうですけれども、道路占用者の設置したものの付近で物が原因

で起きた陥没というのは基本的な道路管理者ではなく、その占用物の管理者で復旧して

いただきます。 
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 例えば、今、水道のマンホール、止水栓とか消火栓とかいうものの原因で陥没があっ

た場合というふうな例を挙げますと、本来であれば企業団のほうで全部対応していただ

くんですが、例えば、夜中であったり休みの日であったりというのがありますし、日常

業務であっても水道のほうでちょっと対応ができないであれば、取りあえず応急で私ら

の道路管理者のほうで対応していただいて、本復旧のほうは水道企業団でやっていただ

くというような感じで動いてはおりますのが現実です。 

○村井委員 あと、道路に関連して、同じ頁に交通安全施設整備といったところなんです

けれども、道路はいろいろやってもらっていますけど、いろいろ関連者施設とか交通安

全対策に資する表示物とか、やっぱり町内でそういうのはもう随時やっておられると思

うんですけど、１回見渡して、これは、カーブミラーとかガードレールとかいろいろ所

管のところで分かれるところもあるのかも分からないですけど、１回、パトロールをや

ったらどないやろうなと思うこともあるんですけど、そういうふうに更新のところ、実

際に言ったら、実例で言うたらカーブミラーはどこの部署か分からないですけど、カー

ブミラーがまだ四角のカーブミラーついたるとか、いつのカーブミラーやねんみたいな、

今こんな四角のカーブミラーなんかあるんかみたいなね。そういうなんで、ずっと来て

いるところの更新の見直しというところ、あと、例えば、山田地区では小学校ＰＴＡの

方が設置された飛び出し注意という看板がもうぼろぼろになって、道のところでバーン

なってるとか、これは誰があと管理するんやといったところですね。これは道路管理者

がやるのか設置された方がやるのか、そういうところの点検というのが必要やと思うん

ですけど、その辺のお考えがあったら教えていただけませんか。 

○鳥取地域整備課長 先ほど、陥没の話でもございましたように、やはり基本的には町の

職員によってパトロールを行っております。基本的に大きくは年４回は春夏秋冬行って

いるような感じなんですけれども、中々それだけで全て把握できるというのはございま

せん。 

 先ほど、例が出ましたカーブミラーなんですけれども、カーブミラーに関してはうち

のほうで対応はしております。地元の住民さんから、ここ割れているでとか、これ曇っ

てもう見えなくなってきているとかというふうなものに関しては取替えしておりますし、

それだけではなくて、例えば、ほろのついたトラックが当たっていがんでしまったとか、

そういう場合もございます。そういう場合も住民さんの通報とか我々が通ってて、あれ

これおかしな角度向いているなというのがあれば、直接対応してやっております。 
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 できるだけきめ細かい対応を行っていきたいと思っておりますが、中々、私らだけで

は十分なもんは行き届かないと思います。住民さんのご協力という形ですね、というも

のを得ていきながら進めていきたいと考えております。 

○村井委員 そのカーブミラーについて、太子町の中でも地域性というのが、私は山に住

んでたら、やっぱり冬場は路面凍結、霜が降りてという、冬場の山間、山間部じゃない

な、山田地区の特徴やと思うんです。山田地区だけじゃないですけどね。やっぱり、そ

ういうところはカーブミラーが朝、霜降りてもバリバリなってしまって何も見えへんや

んというような声を聞く。ただ、それは何で霜が降りんねんと、皆さんもご存じのよう

に、車のフロントガラスと一緒やと思うんですよ。フロントガラスに細かい傷があって

そこにほこりがついて、それが凍結して霜柱が立ったり、そういったところがあるかと

思うんでね。やっぱり、カーブミラーも長年使っていたら、どうしても傷んでくる、ほ

こりがつくといったところで、目に見えへん小さな傷がそれにほこりがついてて、それ

が凍結して、カーブミラーが見えなくなるという。多分、今の新しいやつであったら、

もう霜がつかへんようなやつとかもあるかと思うんでね。その辺も地域の特徴を踏まえ

た上で、設置もしくは更新していっていただけたらいいなと思うんですけど、その辺も

お考えがあったら教えていただけませんか。 

○鳥取地域整備課長 確かにおっしゃるように、中には太陽光の熱を利用してヒーターが

ついてて凍結が防げるようなものもあるというふうに聞いておりますが、いかんせん、

やはり高いです。ですので、例えば、普通のカーブミラーであれば３か所替えれるやつ

が、それで１か所それを使うことで１か所しかできないというふうになってしまいます。 

 私らとしてはできるだけ多くの住民の方に安全に通行していただきたいという思いが

ありますので、できるだけ通常のカーブミラーを使っていきたいというふうには考えて

おります。 

 去年ですと、業者にお願いしたカーブミラー設置で３か所、職員で新たに入替え、更

新したのが９か所、合計１２か所のカーブミラーを入れ替えております。それ以外にも、

先ほど話しました、ちょっといがんでいるとか、あっちこっち向いているというのを合

わせますと、かなりの数のカーブミラーを維持管理しておるわけでございますが、それ

になりますように、なるべく住民さんの目線に沿った形で対応はしていきたいというふ

うに考えております。 

○村井委員 私も交通安全協会のいろいろそういう役をやらせてもらっていて、例えば、
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道路交通法がいろいろ改正されて、あまり太子町じゃ見ないですけど、電動キックボー

ドがよそのところで走り回っているというようなところで、例えば、観光のところで何

かキャラクターのを着て、小さなミニカーと言われる車が観光土地で走り回っている。

それで新たな問題が出ているというほかの団体もいろいろあります。 

 その中で太子町においては、そういうところの交通安全といったところ、生活に密着

したところ、先ほどからカーブミラー、カーブミラーと言ってますけど、カーブミラー

だけじゃなくて、ほかの警察が所管している停止線、そういう規制線とか、ほかのもろ

もろの地面の舗装。灯火標識と言われるようなところをしっかりと交通安全と言ったと

ころに基づいて、太子町の住民さんの安全というのをしっかり確保してもらいますよう

にお願いしておきます。 

○村井委員 頁の４５頁の有害鳥獣対策協議会精算金６万５千円、この有害鳥獣対策協議

会精算金について教えていただけませんか。 

○木下環境農林課長 有害鳥獣対策協議会精算金でございますが、これにつきましては、

令和３年度より国から補助金をいただいておるものでございます。イノシシ成獣１頭に

対して７千円、幼獣で１千円いただいておる補助金でございますが、基本的には有害鳥

獣対策協議会のほうに入っていくお金でございます。 

 この補助金の使い道でございますが、捕獲の資材費及び労務費、猟友会の方々の労務

費に充てていいよということになってございます。令和３年の収入ではこの補助金の使

い道について協議会とまとまりませんでした。令和４年度に協議を行いまして、基本的

には資機材、イノシシを捕獲したときに使う手袋であったり、ビニール袋、そういった

ものに充てていこうということで話がまとまりました。その残りは猟友会のほうで労務

費として分配しますという形になったわけでございますが、令和３年度分の収入につき

ましては、資機材分に充ててほしいということで、協議会のほうから精算金としていた

だいておるお金でございます。 

○村井委員 この有害鳥獣対策協議会というのを立ち上がって、有害鳥獣の捕獲の活動さ

れてくれていると思うんですけど、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画、これは

太子町では今現状策定されているのか策定しないのか教えていただけますか。 

○木下環境農林課長 計画については策定してございまして、イノシシ、カラス、アライ

グマが捕獲対象となってございます。 

 以上です。 
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○村井委員 では、策定した計画に基づくこの有害鳥獣対策協議会は、その計画もしくは

法律に基づく捕獲実施隊に登録されているのか、実施隊として設置されているのかされ

てないのか教えていただけませんか。 

○木下環境農林課長 捕獲隊のメンバー全て名前を挙げさせていただいて、計画に載せさ

せていただいておるところでございます。手元に計画の詳細がございませんので、すみ

ません、詳しくは申し上げれないんですが、お名前まで載せさせていただいておるとこ

ろでございます。 

○村井委員 お名前まではいいけど、何が言いたいか言ったら、やっぱり計画まで策定し

て、その鳥獣捕獲実施隊というところにしっかりと国に登録してもらったら、例えば鳥

獣被害防止総合対策交付金、これを受けながら、いろいろなメニュー、もっと充実した

メニュー、例えばよそでいったら、その捕獲７千円という奨励金と言われるところの額

が増額になったり、よそのところでいろいろなことができる。例えば、この辺であった

ら、千早赤阪村かな。多分、それに基づいてその実施隊というところの活動をされてい

ると思うんです。 

 だから、その辺、そこまで計画立てて、せっかくこういう鳥獣対策協議会という、設

置されているんですから、また違うメニューの総合対策の交付金、今、国も出している

ので、その交付金を得ながらもっと幅広い、予算額も多分また変わってくるでしょうし、

実施してもらわなあかんと思うのですけど、これは行政がしっかりとそういうところの

ことを協議会の方にお知らせしつつ、地元の農家さんとまた話をしてやっていかなあか

んと思うのですけど、その辺のこれからのお考えというのはあるのかないのか教えてい

ただけませんか。 

○木下環境農林課長 協議会については、現在４名の隊員さんが加盟してくださいまして、

活動しておるところでございます。高齢化というところが非常に問題であったんですけ

れども、昨年度、新たに４０代のお一人、入っていただいたところで、今後も継続して

活動はできるかなと安堵しておるところでございます。今後につきましては、お一人入

っていただいたとはいえ、高齢化という問題もございますので、活動できる範囲という

んですか、が限られてこようかと思います。その辺をまた協議会とも協議の上、どうい

ったことができるのかというところで、また協議してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○村井委員 今、また若いメンバーの方が加入されたということなんですけど、これ、今
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の有害鳥獣駆除というのを皆さん全国でやられていますけど、実際、有害鳥獣と言われ

るイノシシ、また鹿とかね、まだ太子町には鹿はいないかと思うんですけど、その走り

回っているのをライフルもしくは銃というもので、走り回ってるのをバアーンって撃っ

ているような狩猟しているとこ、そんなめったにないと思います。一部ではありますけ

ど。 

 例えば、今であったら、くくり罠とか箱罠とか、やっぱそういうのが今主流になって

きていると思うんで、そういうところのメンバーの方をどんどんどんどんそのメンバー

を増やしていただいて、活動に行くときに、国ね、農林水産省がちょっと力を入れて、

集中期間とか設定してやっている交付金なりしっかり受けてもらって、活動してもらわ

なあかんと思うんですけど、その辺、まず農家さんの方にこういう制度がありますよと

いうようなことをお知らせするのは行政としてそれは責任があるかと思うんですけど、

その辺のお考えを教えていただけませんか。 

○木下環境農林課長 まずは、協議会の言わば年間２０万円という僅かな労務費で活動し

ていただいておりますので、そこの意思は尊重をさせていただきたいと考えております。

中々、グループで活動しますので、単に人を増やせばいいというのは難しい問題ござい

まして、例えば、あいつ行く回数少ないやないか多いやないかとか、いろんな問題がご

ざいますので、今、グループとしては非常にまとまりのある団体となっておりますので、

数が増えることによって空中崩壊するようなことにはならないようにはしたいと考えて

おりますので、まずは先の農家さんのほうにこういった制度があるという周知をしてし

まうと、やれやれとなっても実際に活動していただけるのは猟友会の皆様でございます

ので、そこの意見は、意思というのは尊重しながら進めてまいりたいと考えております。 

○村井委員 今のちょっと課長の答弁なら、猟友会の方を守りたいのか地域の農地の、も

しくは住民さんの生活の安全を守りたいのか、よく分からん答弁なんですけれども、も

う一回お願いできませんか。 

○木下環境農林課長 地域の農地を守るために猟友会の活動を継続していただかないとい

けないと考えておりますので、猟友会さんの意向というのは大切だと、一番に考えるべ

きだと考えております。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 １２７、耕地関連事務事業というということで、大阪府ため池総合整備とい
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うことで協議会負担金とかいろいろあるんですけど、実際に、これ、どこの自治体も

中々難しいところにあってんのが、太子町に存在するため池と言われる中の個人所有、

個人所有のため池の中でまだ大阪府に農業用ため池として登録されている数、それで個

人所有で何らかの対策をしていただいているため池とか、そのまま今、農業ため池とし

て使われてないけど放置されたままやとか、そういうところの今、実態を調査されたこ

とはあるのかないのか、されてたらそういう現状を教えていただけませんか。 

○木下環境農林課長 太子町の農業用ため池につきましては、９８ございます。そのうち

防災重点ため池と呼ばれます防災上の選定要件に合致したもの、例えば、１００メート

ル未満に人家があるとか、そういったもの、貯水量が５千立方メートル以上あるとか、

そういったものに合致した池が４７池ございます。更に、そのうちに特定ため池という

のが２９ございます。 

 特定ため池というのは、今おっしゃられたような個人池であったりとか、財産区や太

子町以外が持っておられる池というのが防災重点ため池のうち、更に２９あるというよ

うな状況でございます。 

 ため池点検というのは、水防池、要はどれだけ危険か、影響があるかというところを

数値化しまして、そこの合致する池に関しましては点検を行っておるところでございま

す。 

 以上です。 

○村井委員 これ、数字で上げていただいたところで、目視できるため池と言われる大き

さが、法律制度から漏れているため池というのは存在するのかしないのか。例えば、登

録がされてないとか、目視ではそこにはため池があるねんけど、うちとこは登録されて

ない、もしくはため池として法律上は認められてないというふうなところのため池が太

子町内には存在するのか教えていただけませんか。 

○木下環境農林課長 まず、航空写真等とかで池を確認しまして、それで、その池の所有

者を特定して届出を出していただいておるところでございます。その池が、先ほど申し

ましたとおり、９８池あるというところです。また、新たに認知しました池については、

その都度増やしていくような状況でございます。 

 以上です。 

○村井委員 本当、各財産区さんで管理をされているため池、やっぱりいろいろ予算書の

中、決算書の中でも、ため池、ため池というところも出てくるんですけど、町内には昔
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から農村としての農業用水をちゃんと配水するという機能が当時はあったんでしょうけ

ど、今はもう農業用水とも使われず、池の堤も昔のまま、そういうため池が所在すると

いうのは事実だと思います。 

 ただ、これ、私、何でこの場でこんなことを言うか言うたら、それを行政がどうやこ

うやできるものでもないと思います。地域のそういう方がどうやこうやすることもない

んです。あくまでも個人の所有物なんで、もしくは共有で持っておられるのか分からな

いですけど。 

 だから、その辺もこれ太子町だけの問題じゃなくて、全国同じような問題が起こって

いるので、例えば、廃止する手続きの案内をするとか、今、国土強靱化の中でも危ない、

危険度が高いと言われている農業用水を廃止してくださいよみたいな、そういう国土強

靱化のメニューもあるかと思うんです。 

 だから、その辺のところを所有者さんにまずお知らせするといったところがすごく大

事だと思うんですけど、その辺のお考えはあるのか、もしくはそういうのをもう進めて

いこうとしておられるのか教えていただけませんか。 

○木下環境農林課長 先ほど説明させていただきました防災重点ため池、４７池あるとい

うことでご報告させていただいたんですが、その防災重点ため池については、村井委員

おっしゃられるように、国の事業、廃止する、いわゆる改廃、潰して廃止するという事

業がございます。これは地元負担なしで１００％国費でやれる事業でございまして、そ

の６月議会で村井委員から山田配水池の上の池がちょっと危ないのではないかという文

献でもいただいていたところでございますけれども、その池については防災重点ため池

でございまして、地元の方に聞くところによると、池の水も利用されていないというよ

うな状況でございますので、所有者の方は亡くなられておるんですが、今、所有者の相

続人の方とお話をさせていただいておりまして、池の廃止、改廃事業に向けて、今、意

見の交換をしておるところでございます。 

 以上です。 

○村井委員 中々、今、進めていただいている中でも手間のかかる困難なこと、あくまで

も住民さん個人の所有物になるので、中々、こうせえ、ああせえいうことは言いにくい

と思うんですけど、そういうところの案内をしっかり進めていただいて、地道に所有者

さんとの合意形成を図りながら進めていただけたらいいと思います。また、山田地区に

は個人所有のため池、共有のため池が堤から漏水があって、町道にずっと流れている状
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況が続いているため池もあるんです。 

 ただ、町道のとこに流れてくるという、その流れている原因の起因とするのは個人の

所有の池というところで、中々、手出しできない、お願いベースの話しかできないみた

いなことになってると思うので、その辺もしっかりと所有者さんと合意形成取って進め

ていただきますようにお願いしておきます。 

○建石委員 今のため池の件で、僕の経験値から言うと、恐らく２、３年前に個人のため

池を登録してくださいねという広報がどこかから入って、申し訳なかったんやけれども、

それは僕は出してないんです。面積とかいろんな地番とか出しなさいというふうな広報

周知があったんですけど。 

 ただ、２、３年前に大阪府の方が、ちょうど僕がそばにおったら、２、３人の方がう

ちの池のそばに来て何かいろいろ調査されているので聞いたら、いや、こうこうこうで

個人池を調査しているんですというふうな経験値があったということだけお知らせして

おきます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、私、森田副委員長と交代させていただきまして、私のほうの意見

を一度申し上げたいと思いますのでお願いいたします。 

 先ほど来より道の駅について、討論というか、議論があったように思いますけれども、

本来、道の駅というのが私は実際に車関係に属しておりますので、従来、道の駅を造る

と言ったのが日本全国津々浦々、トラック運送業者が休む場所がない、休憩場所がない、

トイレがない、そういったことの発想から我々も一生懸命国に訴えて休憩場所、またト

イレというところを造っていただいたというのが元々の発祥だったと思っております。 

 それでも、なおかつ、休憩場所がないというのは、いわゆる駐車場が狭い、そういっ

たことで近畿整備局のほうにも何回か行きましたけれども、それはあそこで物を売られ

るから、あんたらが駐めるとこないんやわと、これが結論になったわけです。 

 そしたら、道の駅のいわゆる本当の用途というのが休憩場所、それとトイレ、それと、

その土地の情報の提供、この情報の提供というのが実際にここにはおいしいブドウがあ

るよという提供を書き物でするというのが本来の姿だったんですけど、それを食べてみ

たらどうだという拡大解釈で、そこで物を売ったらどうだというのが、この道の駅で物

を売るというふうに発展してきたと私は思っています。 

 これで、観光産業課長にお聞きするんですけれども、その考えでこれからやっていき
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たいと思っていますけれども、それは間違いないでしょうか。 

○小路観光産業課長 道の駅のほうは当初の設置ということで休憩所とか、あと、トイレ

の分ということで、当初、大阪府と町のほう共同で一応設置という形になってきたんで

すけど、時代と共に販売とか地域振興施設という形の部分とか、あと、いろんな遊具施

設とかということで、できるだけ多くの人に立ち寄ってもらいたいということで非常に

多くの道の駅というのも、全国的に広がってきているということは認識しております。 

 太子町のほうの道の駅につきましても、今、非常に老朽化という、２６年たっている

ということなので、老朽化が進んでいる中で、トイレについては徐々に洋式化のほうを

させていただいております。あと、駐車場につきましても、当初におきましては、当初

よりも今のところ、南阪奈道路等ができまして、交通量自身が非常に減っているという

ことも聞いております。駐車場としても本来の部分の中で交通量が減っているというこ

ともあるんですけれども、今現状の中では駐車場につきましては維持していくという形

の部分では思っておるところでございます。 

 まして、今おっしゃっていただいていた販売等も出てきておりますので、地域振興の

施設ということを考えると、若干、駐車場施設としても手狭になってきているというふ

うな部分で、住民の方、もしくは来訪者の方からのご意見等もアンケート等によって来

ておりますので、この辺につきましては、今後、検討はしていかないといけないかなと

いうことでは思っておるところでございます。 

 ですから、今すぐに太子町の道の駅というのがトイレ、休憩所、情報という部分の中

で、これが重要という部分の中で、全体的に重要なのは重要なんですけれども、あと、

地域振興ということでも販売も今後も検討していかないといけないということでは思っ

ておるところです。 

○中村委員長 元々の休憩、それとかトイレという最初の発想のことから見ると、やはり、

そこで物を売るというのは何一つなかったわけでして、それを拡大解釈して、パンフレ

ットを見てもらうというのが、食べてもらったらいいんじゃないかというような発想に

変わって、それを拡大解釈して物を売って、これが情報だというふうに、これは大阪の

整備局にも同じことを言っておったわけなんですけれども、そういった形になっている

ものを今も制限を受けて、朝、我々も車、トラックあたりも駐まっていても、時間が来

ると出ていってくれというようなことで、非常に、当初目指した目的より違ってきてい

るというのが目に映るので、今後、物流関係も大きく、来年あたりから変わってきます
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ので、多分、量は減ってくると思いますけれども、やはり、元々のそういった発想をし

っかりと守っていただくというところもありますので、その調整は町のほうでしていた

だきたいとは思っていますけれども、それと、先ほど出ていましたけれども、フルーツ

ロードという名称をつけていただいたというのはありますけれども、これはそこで物を

売るということじゃなくて、この道路の近辺にはフルーツが採れますよというだけの認

識というような感じで私はおるんですけれども、作ることと売ることを一緒にやってい

くというのは非常に問題があるかと思いますけれども、あくまでも道の駅については従

来の発想を守っていただきたいという部分もありますので、そこのところをお願いした

いと思っていますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。 

○森田副委員長 要望でよろしいね。 

○中村委員長 はい。 

○森田副委員長 そしたら、委員長替わります。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 １４１頁の都市公園維持管理事業なんですけど、町内には都市公園として公

園ということで、法律上、公園がある中で、これは長年ずっとやっているんですけど、

町内にある公園でボール遊びできない。いろいろ制限があって、中々、利用もしくは禁

止されている中でのそういうボール遊びが実際には行われてて、そういう問題が起こっ

ている話があるかと思うんですけど、実際にそういうふうなところの話を聞いたら、周

りの自治体でも全部の公園、禁止にせずに、ここはボール遊びしていいですよというふ

うな公園を設置するとか、そういうところの対応しておられるところあるかと思うんで

すけど、そういう今お考えは、現状の認識とこれからのお考えを教えていただけません

か。 

○鳥取地域整備課長 非常に悩ましい問題でございまして、正直、ボール遊び、公園でボ

ール遊びをしているから子どもが危ないという苦情も受けたことがありますので、当初、

本当に、１０年前、１５年前ぐらいですと、ボール遊びを禁止という看板を張ったこと

あります。ですが、ボール遊び禁止という解釈でいくと、小さい子どもを、よちよち歩

きの子ども、２、３歳の子どもがこの遊び、それもやったらあかんのかということで、

種目を限定して禁止したこともあります。 

 例えば、サッカー禁止、野球禁止で貼っていると、バスケットをやっておると、バレ

ーボールやっていると、どんどんどんどんもう広がって切りがなくなってきます。です
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ので、今、私らの認識としてはやはりほかの利用者に迷惑をかけないようにというふう

な認識でしております。 

 ただ、おっしゃるように、まとまってサッカーするような施設がないというのは、確

かに公園としてはないのですが、もしやりたいということであれば、私が申し上げるの

もなんですが、スポーツ公園であるとか青少年グランドであるとかいうふうなところが

ございますので、そちらをできるだけ利用してもらいたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○村井委員 今のご答弁、それではバスを走らす、利用促進をやらなあかんと思います。

ただ、これは大きなところで考えて、これから昼からの話になるかと思うんですけど、

私は小さい頃からサッカー、野球をやってました。親から野球やれとかサッカーやれと

か何も言われてないんです。当時は小学校の校庭、近所の田んぼ、道、友達集まって、

おい、野球するぞ、サッカーするぞ、先輩のお兄ちゃんとかがメンバー足らへんからち

ょっと来いやといって、野球、サッカーを始めたんです。そこからちょっとおもろいな

いうて、少年野球のチームに入りました。 

 やっぱり、そういうところの子どものスポーツ振興の一番きっかけとなる、キャッチ

ボールぐらいできて、おまえ、速い球投げるやんけ、ちょっと少年野球チームに入った

らどないやとか、バスケットボール、おまえ、リングまで届くようになったやんけ、ミ

ニバスのチームに入れやといったところで、行政のそういうところのスポーツ振興とい

うところの一番最初のきっかけがそういう都市公園の活用やと思うんです。 

 例えば、中学校の体力測定でボール投げというのは今でもあるんですかね。何でボー

ル投げってそんなん体力測定でやんねんて。公園でボール投げるとこあらへんで、どこ

でボールを投げんねんて。何でボール投げというようなところが体力測定の１つになん

ねんやとか、その基礎体力、後のことを考えたら、そういうところの入り口をしっかり

行政として整備する、もしくは運用面をちょっと工夫して、この公園は特徴のある公園

で、ボール遊び目いっぱいできますよというような公園を全面で、全部の公園をそんな

ことする必要ないと思います。 

 だから、そういう公園を運用していくことによって、後、子どものちびっこたちのス

ポーツ振興に寄与するような、発展していく可能性があるようなこともあるかと思うの

で、今、一番最初にご答弁いただいた、すごく悩ましいということがもう全てだと思い

ます。 
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 ただ、そこは大きな判断の中で、よその団体ではもうやっておられるとこもあるので、

そういうところを参考にしつつ、積極的に進めていっていただきますようにお願いして

おきます。 

○中村委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 そしたら、まちづくり推進部関係についての質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１３時からです。 

午前１１時５４分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 教育委員会関係についての説明を求めます。 

○池田教育次長 それでは、教育委員会の町立学校園、給食センターを含む教育総務課及

び総合スポーツ公園、生涯学習センター、歴史資料館等の生涯学習施設を含んだ生涯学

習課所管分の決算説明をさせていただきます。 

 それでは、歳出の説明からさせていただきます。 

 決算書の１４６、１４７頁をお願いいたします。 

 教育費の総額では、９款教育費、支出済額７億７千９４８万２千６６８円で、一般会

計総額に占める割合としましては、１２.２％となってございます。なお、繰越明許費

の３千４万円は、山田小学校トイレ改修事業の翌年度繰越額となってございます。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、支出済額１億８千５２７万４２２

円となってございます。教育委員会運営事業２千７２４万９千９０９円は、教育委員４

名の報酬や小中学校の介助員、学校巡回嘱託作業員の報酬など、教育委員会の運営や各

学校園に共通する経費の支出を行っております。１節報酬の会計年度任用職員報酬は、

小中学校の介助員９名、学校巡回嘱託作業員１名、小中学校の図書司書１名に係る人件

費となっています。 

 １４８、１４９頁をお願いいたします。 

 学校保健事業６７９万１２６円は、児童生徒の各種健診に係る学校医の報償費や検査

委託料、学校管理下における児童生徒の災害給付を行う日本スポーツ振興センターへの

負担金など、学校保健に関する経費を支出しております。７節報償費の学校各種健診医



－１１０－ 

師等報償費４１３万１千９００円は、幼稚園、小中学校の園児、児童生徒９７０人分の

健診に伴う内科医等１８人に対する報償費の支出を行ってございます。教育振興事業４

２０万２千４４０円は、教育研修会講師謝礼や、中学校の英検受験に対する補助金など

の支出を行ってございます。１１節需用費の印刷製本費２６４万円は、４年に１回、改

定を行ってございます、小学校社会科副読本『わたしたちの太子』の改訂版作成費用で

ございます。１８節の負担金補助及び交付金の１２７万５千７４０円は、英語検定試験

検定料補助金で、町立中学校を準会場として実施をしました町立中学生が３２８人分、

令和４年度より補助対象を拡大しました個人への助成分として、町立小学５、６年生２

９人分、私立小学生１名、私立中学生１名、府立中学生３名の受験料の支出を行ってご

ざいます。 

 １５０、１５１頁をお願いいたします。ＡＬＴ（外国語指導助手）配置事業８７３万

８千３２４円は、ＡＬＴ２名の賃金等、町立学校園に対するＡＬＴの配置に関する経費

の支出を行ってございます。令和４年度はＡＬＴ１名が契約終了により帰国したため、

それに伴う帰国旅費等の支出を行っております。総合学校支援事業５１２万４千７００

円は、スクールソーシャルワーカーや学校支援チームの弁護士の謝礼等、学校の様々な

教育課題等を専門的見地から解決を図るために要する経費の支出を行っております。本

事業ではスクールソーシャルワーカーを各小中学校及び関係機関へ１９２回の派遣を行

っております。更に、学校支援チームとしましては、スクールカウンセラー、スクール

ロイヤー、スーパーバイザー、スクールソーシャルワーカー及び学校長ＯＢの学校への

派遣を行っております。適応指導教室運営事業２９０万９千１３９円は、指導員２名の

賃金等、教室の運営に係る経費の支出を行っています。適応指導教室（通称和みルーム）

は、心理的な側面により登校したくてもできない児童生徒に対して、きめ細やかな指導

を行うことにより、集団生活への適応能力を養い、学校生活に復帰できることを目的に

設置しているものでございます。１４節工事請負費１０万９千６７０円は、教室の電気

給湯器設置工事費となっております。入学祝い品贈呈事業１６２万１千３７５円は、子

どもの成長を切れ目なく支援するため、小中学校等に１年生として入学する児童生徒の

保護者に対して、入学祝い品として図書カードネットギフトを贈呈をしております。令

和４年度入学の対象者数は、新小学校１年生９２人、新中学校１年生１０８人となって

ございます。社会教育事務事業７万９千２５０円は、生涯学習課職員の旅費等を支出し

ております。 
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 次頁、１５２、１５３頁をお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業６１４万９千６２４円は、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用した対策事業で、１８節負担金補助及び交付金にお

いて、新型コロナの長期化による子育て家庭の支援のため、令和５年度に新小学１年生、

新中学１年生となる子どもの世帯に対し、新入学応援緊急給付金、１人当たり３万円の

支給を行ったもので、新小学校１年生が１０５名、新中学校１年生が９９名、計２０４

名に給付を行い、支出総額は６１２万円となってございます。 

 ２項磯長小学校費、支出済額７千８０１万３千１９０円。磯長小学校は児童数４１５

名、通常学級が１３学級、支援学級５学級となってございます。 

 １目の学校管理費、支出済額６千１５２万４千５７３円。磯長小学校運営事業（教育

総務課配当分）３３６万８千７２１円は、学校校務員１名に係る人件費、複写機賃借料、

ＡＥＤ賃借料等の支出を行っております。磯長小学校運営事業（学校配当分）４２０万

５７６円は、維持管理や学校運営に係る消耗品、備品購入費、教育研究会負担金等の支

出を行っております。１０節の需用費のうち、消耗品費では学習用消耗品やコピー紙等

の購入を行っています。１７節の備品購入費では、公用備品としまして、本棚、電動自

転車等の購入を、また図書購入費としまして、児童図書３０９冊の図書を購入しており

ます。 

 次頁、１５４、１５５頁をお願いいたします。 

 磯長小学校施設維持管理事業（教育総務課配当分）４２９万５９４円、１０節需用費

の修繕費５７万４千２９９円は、消防設備、防火設備等の修繕を行っております。１２

節委託料のうち、磯長小学校設備保守委託料１９６万５千９２０円は、自家用電気工作

物やプールろ過装置等の設備保守点検委託料となっております。１４節の工事請負費５

３万６千５２５円は、東校舎階段室補強工事、東校舎渡り廊下雨水漏水対策工事、新館

家庭科室給湯器取替え工事を行っております。磯長小学校施設維持管理事業（学校配当

分）７７４万３千２円、１０節の需用費の修繕費４４万４千２４６円は、トイレ便座蓋、

空調機の修繕、廊下スイッチ、ＬＥＤ照明器具の取替え等の支出を行っております。新

型コロナウイルス感染症対策事業２万４８０円は、役務費の保険料としまして、修学旅

行キャンセル費用に対応する保険料の支出をしてございます。磯長小学校新館トイレ改

修事業（繰越明許費分）４千１９０万１千２００円は、学校トイレ改修事業の３期目、

磯長小学校としては最終のトイレ改修事業となってございます。令和３年度中に学校施
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設環境改善交付金の申請を行っておりますが、工期的に令和３年度中に実施が困難であ

るため、令和４年度への繰越し事業として実施をしたところとなってございます。 

 ２目教育振興費、支出済額１千６４８万８千６１７円。磯長小学校教育振興事業（教

育総務課配当分）８６８万７千３９８円は、パソコン機器の賃借料及びソフトウエア使

用料、特色ある学校づくり補助金等の支出を行ってございます。１３節の使用料及び賃

借料７４８万７千１６０円はパソコン機器の賃借料で、タブレット端末、児童用１５６

台、教師用２４台、校務用パソコン４１台、また、ソフトウエア使用料は事業支援ソフ

ト（ウィンバード）の使用料となってございます。１８節の負担金補助交付金４６万９

千８３８円は、校内研修講師謝礼や課外活動支援、芝生の維持費用等、特色ある学校づ

くり補助金の支出となってございます。磯長小学校教育振興事業（学校配当分）６９万

２千３５７円は、教材用備品として、包丁、まな板保管庫、ランニングマット等の購入

を行っております。 

 次頁、１５６、１５７頁をお願いいたします。 

 磯長小学校就学援助事業４９５万５千１６２円は、要保護５人、準要保護６９人に対

する就学援助に応じた経費となっております。内訳としましては、医療費扶助が０名、

学校給食費扶助６９名、校外活動費扶助６１名、新入学用品費扶助１１名、修学旅行費

扶助１１名、通学用品費扶助５８名、学用品費扶助６９名となっております。磯長小学

校支援学級事業１３万７千１１０円は、支援学級の運営に要する経費の支出を行ってお

ります。１０節の需用費の消耗品費は、野菜や花の苗等の購入、１７節の備品購入費は、

教材用備品として計算タイルや発表ボードの購入を行っております。ＩＣＴ教育振興事

業５８万９千１０円は、学校におけるＩＣＴ教育活動に要する経費の支出を行っており

ます。１０節需用費の消耗品費は、ＩＣＴ教育に係るプリンタートナーなどの消耗品、

１７節の備品購入費では、プリンター、デジタルカメラの購入を行っております。ＩＣ

Ｔ環境整備事業１４２万７千５８０円は、ＧＩＧＡスクール構想に伴い、整備をしまし

た学校ＩＣＴ環境の充実強化に要する事業として、１２節委託料で、ＩＣＴ機器等を円

滑に活用できるよう、ＩＣＴ環境整備や活用支援を行うＩＣＴ支援員の配置業務委託料

を支出しております。 

 ３項山田小学校費、支出済額２千７１３万４千８１０円。繰越明許費３千４万円は、

冒頭に申し上げましたとおり、トイレ改修工事に伴う翌年度繰越額となってございます。

山田小学校は児童数１８３名、通常学級が６学級、支援学級が３学級となっております。
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山田小学校費につきましては、磯長小学校費と同内容となりますので、主立った事業を

中心に説明をさせていただきます。 

 １目学校管理費、支出済額１千６４８万９千１８１円。山田小学校運営事業（教育総

務課配当分）３３９万３千９０１円は、学校校務員１名に係る人件費、複写機賃借料、

ＡＥＤ賃借料等の支出を行っております。山田小学校運営事業（学校配当分）３０６万

４千１０４円。 

 次頁、１５９頁をお願いします。 

 １７節の備品購入費６５万３千４３７円は、公用備品としまして、充電式ブロワ、事

務机等の購入を、また図書購入費としまして１６５冊の児童図書の購入をしてございま

す。山田小学校施設維持管理事業（教育総務課配当分）５１８万７千３２５円は、１４

節工事請負費におきまして、学校敷地東側ブロック塀の補強工事を行っております。山

田小学校施設維持管理事業（学校配当分）４８４万３千８５１円は、１０節の需用費の

修繕費で、手洗い場水栓、家庭科室のミシン、職員用トイレ、トイレ小便器の修繕を行

っております。 

 ２目教育振興費、支出済額１千６４万５千６２９円。山田小学校教育振興事業（教育

総務課配当分）６０１万２千１４５円、１３節使用料及び賃借料の５０１万２千８５６

円は、パソコン機器の賃借料となってございまして、タブレット端末が児童用で６１台、

教師用が１６台、校務用パソコン１２台分となってございます。 

 次頁、１６０、１６１頁をお願いいたします。 

 山田小学校教育振興事業（学校配当分）は５７万４千１６７円、次の山田小学校就学

援助事業２００万９千３６３円は、要保護８名、準要保護２８名、計３６名に対する就

学援助を行ってございます。内訳としましては、医療費扶助４名、学校給食費扶助２７

名、校外学習費扶助２６名、新入学用品費扶助３名、修学旅行費扶助８名、通学用品費

扶助２７名、学用品費扶助３０名となってございます。山田小学校支援学級事業は１４

万３千９２５円、次のＩＣＴ教育振興事業４７万８千４４９円、１７節の備品購入費１

７万５千６６７円では、教材用備品としましてはワイヤレスアンプ、教職員用の椅子等

の購入を行ってございます。ＩＣＴ環境整備事業１４２万７千５８０円は、磯長小学校

と同様、ＩＣＴ機器等を円滑に活用できるよう、ＩＣＴ環境整備や活用支援を行うＩＣ

Ｔ支援員の配置業務委託となってございます。 

 ４項中学校費、支出済額４千４５５万３２１円。中学校は生徒数３３７名、通常学級
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が１１学級、支援学級が２学級となってございます。中学校費についても、磯長小学校

費及び山田小学校費と同内容となりますので、詳細については主立った事業を中心に説

明をさせていただきます。 

 １目学校管理費、支出済額２千４１３万５千９７９円。中学校運営事業（教育総務課

配当分）３３３万３４７円は、学校校務員１名に係る人件費、複写機賃借料、ＡＥＤ賃

借料等の支出を行ってございます。 

 次頁、１６２、１６３頁をお願いいたします。 

 中学校運営事業（学校配当分）４４４万３千１４円、１７節の備品購入費６２万１千

１８４円は、校用備品としまして、グラウンドレーキ、充電式ブロア、シュレッダー等

の購入を行ってございます。また、図書購入費では２６２冊の図書の購入を行っており

ます。中学校施設維持管理事業（教育総務課配当分）５１９万９千９２０円、１４節の

工事請負費では、正面玄関ひさしの防水工事、生徒玄関のひさしの防水工事を行ってご

ざいます。中学校施設維持管理事業（学校配当分）１千２２万７千７３８円。 

 次頁、１６５頁の１０節需用費の修繕費１５２万５千１９１円は、輪転機や芝刈機、

楽器等の修繕を行ってございます。新型コロナウイルス感染症対策事業９３万４千９６

０円の１３節使用料及び賃借料は、淡路合宿及び修学旅行等における密対策のために、

増台したバスの借上料となってございます。 

 ２目教育振興費、支出済額２千４１万４千３４２円。中学校教育振興事業（教育総務

課配当分）９１６万５千３８７円、１３節の使用料及び賃借料６４４万６４０円は、パ

ソコン機器の賃借料となってございまして、タブレット端末が生徒用１２６台、教師用

２８台、校務用パソコン２４台となってございます。中学校教育振興事業（学校配当分）

１３４万５千４８４円では、教材用備品の購入を行っております。中学校就学援助事業

７７２万８５９円は、要保護４名、準要保護６３名、計６７名に係る就学援助を行って

ございます。内訳としましては、医療費扶助が１名、学校給食費扶助が６３名、校外活

動費扶助が４２名、新入学用品費扶助が１９名、修学旅行費扶助が２１名、通学用品費

扶助が４８名、学用品費扶助が６５名となってございます。中学校支援学級事業１３万

８千５８０円、１７節の備品購入費９万８千８７０円は、スクールタイマー、充電用ク

リーナー等の購入を行っております。ＩＣＴ教育振興事業６１万６千４５２円は、ＩＣ

Ｔ教育関係の教材及び備品の購入を行っております。ＩＣＴ環境整備事業１４２万７千

５８０円は、１２節委託料でＩＣＴ機器を円滑に活用できるよう、ＩＣＴ環境整備や活
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用支援を行うＩＣＴ支援員の配置業務委託となってございます。 

 ５項幼稚園費、１目幼稚園費、支出済額８千６３５万４千９２７円。町立幼稚園の園

児数は、３歳児が８人、４歳児が１２人、５歳児が１５人で、全体で３５人となってご

ざいます。 

 次頁、１６６、１６７頁をお願いいたします。 

 幼稚園運営事業（教育総務課配当分）７１８万３千９３７円は、非常勤嘱託員２名に

係る人件費、複写機賃借料、ＡＥＤ賃借料、特色ある学校づくり補助金等の支出を行っ

ております。１８節の負担金補助及び交付金の特色ある学校づくり補助金は、幼児の体

力向上のための運動器具や遊具等の購入、及び質の高い幼児教育を目指す研修講師謝礼

等の活用を行っております。幼稚園運営事業（幼稚園配当分）２７５万８１２円は、幼

稚園運営のための需用費、役務費や備品購入費等の支出を行っております。 

 次頁、１６９頁の１７節備品購入費では、芝刈り機を、また図書購入費では絵本３０

冊の購入を行っております。１８節負担金補助及び交付金の副食費補助９６万１７円は、

幼児教育無償化に関する施策として実施をしております町立幼稚園給食の副食費分の無

償化に応じた経費で、給食実施日数１４１日、延べ４千９２２人分の助成を実施してお

ります。幼稚園施設維持管理事業（教育総務課配当分）１５６万６千６２０円は、幼稚

園施設の清掃、設備補修、機械警備の委託料の支出を行っております。幼稚園施設維持

管理事業（園配当分）１４１万９千８４２円のうち、１０節の需用費の修繕費５万８千

７８４円は、トイレや敷地内側溝等の修理を行っております。預かり保育事業１７６万

６４０円は、預かり保育の講師２名分の会計年度任用職員の報酬の支出を行ってござい

ます。預かり保育は、月・火・木・金は午後２時から５時、水曜日は午前１１時３０分

から午後５時、また長期休業期間中は午前８時３０分から午後５時の実施としており、

令和４年度利用園児数は延べ２千２４８名となってございます。幼稚園ＩＣＴ環境整備

事業１００万円は、令和４年度教育支援体制整備事業費交付金に係る幼児教育の質の向

上のための緊急環境整備、及び園務改善のためのＩＣＴ化支援による補助金を活用しま

して、１２節委託料で、園舎の通信ネットワーク環境の整備、１７節備品購入費で、教

員用タブレット端末２台等の購入を行ってございます。 

 ６項の社会教育費、支出済額９千５６４万８千８０７円。 

 次頁、１７０、１７１頁をお願いいたします。 

 １目の社会教育総務費、支出済額３４６万５４４円。社会教育振興事業３１万２９３
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円は、社会教育委員６名の報酬や各種イベント開催に伴うチラシの広報紙折り込みにか

かる業務委託料等となってございます。社会教育団体育成事業１２１万２千４１５円は、

ＰＴＡ連絡協議会及び地域婦人会への活動補助金と、令和４年度より新設をしておりま

す文化スポーツ活動活性化補助金４９団体分、９１万５千８００円となってございます。

青少年健全育成事業１６２万９８３円は、青少年指導員の報償費やふれあい太子実行委

員会への補助金となってございます。成人式事業２５万６千８７７円は、２０歳を祝う

会の開催に係る経費となってございます。なお、成人対象者は１６６名、男性が８２名、

女性が８４名で、うち式典出席者は１４１名、参加率が７５.３％となってございます。

新型コロナウイルス感染症対策事業５万９千９７６円は、各種イベント用の手指消毒液

の購入費となってございます。 

 ２目の生涯学習センター費、支出済額８千７２３万９９４円。生涯学習センター運営

事業８９４万７千４０２円は、令和４年７月１日から開館をしております生涯学習セン

ターの会計年度任用職員の報酬や手当。 

 次頁、１７３頁をお願いいたします。 

 また、需用費の印刷製本費で、生涯学習センターと図書館の利用案内の印刷、１３節

使用料及び賃借料で、ＡＥＤの賃借料など、生涯学習センターの運営に係る経費となっ

てございます。なお、令和４年度末の生涯学習センターに活動登録をしていただいてい

る団体数は６７団体となってございます。生涯学習センター維持管理事業５千６０５万

９千２２８円は、光熱水費や設備保守委託料等、生涯学習センターの施設維持管理に要

する経費などで、１４節工事請負費は生涯学習センター開館に係る施設整備に伴うもの

となってございまして、電話更新工事請負費９８万１千２００円は、電話機の移設工事、

町内ネットワーク更新工事請負費４７万３千円は、庁内ＬＡＮの引込み工事、インター

ネット及びセキュリティ環境整備工事請負費１千５４３万４千１００円は、アクセスポ

イント１７台を設置する無線Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備工事費が９８９万５千６００円と、

全方位カメラ５台とネットワークカメラ１０台を設置する防犯カメラシステムの整備工

事５５３万８千５００円となってございます。その他、施設案内板の設置工事や３階ベ

ランダの雨よけパネルの設置工事などとなってございます。１７節備品購入費は、当該

施設に配置をします机、椅子、移動式ミラー等の購入費が３千６７万５千４１５円とな

ってございます。生涯学習センター活動事業６１万５千９７６円は、後期の各種文化教

室と夏休み子ども教室等の講師謝礼などでございます。 
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 次頁、１７４、１７５頁をお願いいたします。 

 図書館運営事業１千２４８万１千２９円は、司書３名と受付事務３名の会計年度任用

職員の報酬及び手当など、図書館の運営に要する経費となってございます。図書館維持

管理事業８３８万４千６３９円は、図書館運営に必要な図書貸出システムの設定変更と

設備保守の委託料など、図書館の施設維持管理に要する経費などで、図書購入は２千２

８６冊、寄贈が７１５冊、破損や無料配布等による除斥４９７冊により、令和４年度末

現在の蔵書数は５万２９３冊となっております。また、利用登録者としましては、４千

２８４名、貸出し冊数の実績が３万５千４８９冊となっております。新型コロナウイル

ス感染症対策事業７４万２千７２０円は、図書館に設置をします空気清浄機４台などの

購入費となっております。 

 ３目公民館費、支出済額４７７万６千７８２円。公民館運営事業２０９万９千６円は、

会計年度任用職員の報酬、手当、ＡＥＤの賃借料など、令和４年４月から６月の生涯学

習センターが開館する以前の公民館の運営に係る経費となってございます。 

 次頁、１７６、１７７頁をお願いいたします。 

 公民館維持管理事業２２０万８千７１６円は、公民館の光熱水費や設備保守委託料等、

公民館の施設維持管理に要する経費となってございます。公民館活動事業７万８千２１

１円は、文化連盟への補助金などでございます。文化祭事業３９万８４９円は、文化祭

に使用いたしますパネル等の設営撤去、警備委託料などの経費となってございます。 

 ４目人権教育費１８万４８７円、人権教育事業は解放新聞の購読料、また人権作品コ

ンクールを主催する人権教育推進協議会の補助金等となってございます。 

 ７項保健体育費、支出済額２億９１９万６千１１４円。 

 １目の保健体育総務費、支出済額１千２３６万６千４１３円、総合スポーツ公園運営

事業９４３万８千７０６円は、スポーツ公園の会計年度任用職員の報酬、手当等となっ

てございます。 

 １７８、１７９頁をお願いいたします。 

 スポーツ推進事業２９２万７千７０７円は、スポーツ推進委員８名の報酬やスポーツ

教室の講師謝礼、学校プール開放事業委託料、体育連盟の補助金等に要する経費となっ

てございます。各種教室等につきましては、春季・秋季のスポーツ教室の６教室と子ど

も向けの夏休みサマーチャレンジを５教室開催してございます。１２節の委託事業の参

加者数でございますが、総合スポーツ大会で５９０人、トレーニング講習会で５４人、
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学校プール開放で７８２人、スポーツ講習会で１４人となってございます。 

 ２目の体育施設費、支出済額５千２６９万８千４円。総合スポーツ公園維持管理事業

５千２６９万８千４円は、スポーツ公園の警備、清掃作業員の報酬や電気代、修繕費、

及び機械設備の保守委託料等、スポーツ公園の維持管理に要する経費となってございま

す。 

 次頁、１８０、１８１頁をお願いいたします。 

 １４節の工事請負費２千７９９万７千２００円は、老朽化しました総合体育館の設備

改修工事となってございまして、メインアリーナが３６灯とサブアリーナが２２灯の照

明灯の改修、及び両アリーナの床面改修に係る工事費となってございます。１７節の備

品購入費２１３万７千５２１円は、体育館の開館当初からトレーニング室に設置をして

おりますトレーニングバイク４台の更新に係る購入費となってございます。 

 ３目の学校給食費、支出済額１億４千４１３万１千６９７円。学校給食運営事業７千

１９７万７千２６１円は、学校給食運営委員会経費や給食調理配送業務委託料等、学校

給食の実施に係る経費の支出を行ってございます。給食の実施回数としましては、小学

校で１８６回、中学校は１年生が１７２回、２年生が１７３回、３年生が１６５回、幼

稚園では１４２回の給食の提供をしてございます。 

 １８２、１８３頁をお願いいたします。 

 学校給食センター維持管理事業２千１４２万３千４６円は、センター運営に係る光熱

水費や設備保守委託料等の維持管理に要する経費の支出を行ってございます。１７節の

備品購入費４５万３千４２０円は、缶切機、ほか調理用器具等の購入を行っております。

新型コロナウイルス感染症対策事業３千２９７万３千２００円は、新型コロナウイルス

感染症の長期化で、経済的に疲弊する保護者の負担軽減のため、町立幼稚園及び小中学

校の学校給食の無償化を実施したものとなっております。内訳としましては、１学期、

２学期の全額無償化分が２千８９５万９千円、１０月から３月分の物価高騰による給食

費値上げ相当分補助が４０１万４千２００円となってございます。全額無償化の対象者

数は、小学校で延べ４千５２人、中学校で２千１５８人、幼稚園２７７人分、また給食

費値上げ分補助の対象者は、小学校で延べ３千６１０人、中学校で１千９７１人、幼稚

園が２１５人分の実績となってございます。 

 ８項の文化財保護費、支出済額５千３３１万４千７７円。 

 １目の文化財保護費、支出済額４千１１６万３千８８８円。文化財保護維持管理事業
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２１万３千４４７円は、文化財保護事務に要する経費となってございます。１２節の委

託料は、国史跡鹿谷寺跡の草刈り業務等を実施してございます。 

 次頁、１８４、１８５頁をお願いいたします。 

 伝統的建造物維持管理事業１５７万９千３５９円は、国の登録文化財となってござい

ます大道旧山本家住宅の維持管理に要する経費でございます。国指定史跡二子塚古墳保

存整備事業３千９３７万１千８２円は、国指定史跡二子塚古墳の適切な保存管理と住民

の歴史学習や観光資源として活用を目指した整備に要する経費でございます。内容は、

整備に伴う検討委員会の委員報償費及び消耗費などのほかに、１０節需用費の印刷製本

費は、平成３１年度から令和３年度に国指定史跡二子塚古墳で実施をしました発掘調査

の報告書の印刷に要した経費、１２節の委託料は、出土遺物整理業務、史跡等除草業務、

発掘調査補助業務、及び史跡整備工事監督業務を実施してございます。１４節の工事請

負費の史跡整備工事請負費２千７４５万１千６００円は、平成２８年度より取組を進め

ております本事業における整備工事の初年度に係る経費で、主な工事内容としましては、

墳丘南側の樹脂性立体ハニカム擁壁設置、墳丘表土剥ぎ取り及び現構造物の撤去などと

なってございます。なお、本整備事業は国庫補助を活用したものであり、整備工事につ

いても、国からの補助金を見極めながら計画的に進めることとしており、令和８年度を

完成予定としてございます。 

 ２目歴史資料館費、支出済額１千２１５万１８９円。歴史資料館運営事業６６万８千

６８９円は、資料館の運営に要する経費となっており、１０節需用費の印刷製本費は、

官報２４号、３００部の印刷などに要した経費、１７節備品購入費は、指導用図書の購

入費などとなってございます。歴史資料館維持管理事業１千１６万２７１円は、会計年

度任用職員５人の報酬、手当、及び資料館の光熱水費や設備の保守委託料等、施設の維

持管理に要する経費となってございます。 

 １８６、１８７頁をお願いいたします。 

 企画展事業４３万８千６６円は、昨年の１０月から１２月に開催をしました企画展

「近世山田村のくらし」の開催に要した経費となってございまして、企画展図録の印刷

費２９万３千７００円が主たる支出となってございます。なお、期間中の来館者数は８

６８人となってございます。郷土の偉人中山久蔵顕彰事業１７万９千１６３円は、今年

度中に実施をしております「中山久蔵寒地稲作成功１５０周年記念事業」の事前準備に

伴うものとなってございまして、今年度に開催予定をしております資料館企画展の事前
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調査に係る職員旅費や資料図書購入費等となってございます。新型コロナウイルス感染

症対策事業７０万４千円は、歴史資料館に設置する空気清浄機８台の購入費でございま

す。 

 以上教育委員会所管に係る歳出でございます。 

 引き続きまして、歳入のご説明をさせていただきます。 

 決算書、２４、２５頁をお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、３目教育費負担金、１節の教育総務課負担金、

収入済額３８万７千６０円は、日本スポーツ振興センター掛金の保護者負担金で、幼稚

園児が３５名、小中学生分が９３５名分となってございます。 

 次頁、２６、２７頁でございます。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料、１節の教育財産使用料、収

入済額３万１千６８０円は、学校総合スポーツ公園、資料館、山本家住宅、二子塚古墳

敷地内の電柱１７本分の占用料となってございます。２節の保育料収入済額５６万９千

６００円は、町立幼稚園で実施をする預かり保育の利用料で、延べ２千２４８名の利用

がございました。３節の生涯学習センター使用料、収入済額４０万１千１５２円は、セ

ンターの貸室、貸棚、陶芸窯の使用料で、令和４年７月からの利用者は総数２万５千２

３０人となってございます。行政財産目的外使用料１万２千６５２円は、生涯学習セン

ターの自動販売機設置に伴うものとなってございます。４節の総合スポーツ公園使用料、

収入済額７３７万５千２００円は、総合体育館、テニスコート、総合グランドの使用料

で、利用者は総数９万７６８人となってございます。５節の文化財使用料、収入済額８

万５千８７１円は、大道旧山本家住宅の入館料及び使用料で、入館者総数は１千２人、

そのうち有料入館者数は６４９人となってございます。行政財産目的外使用料は、大道

旧山本家住宅の駐車場の自動販売機設置に伴うものとなってございます。６節の歴史資

料館使用料、収入済額３７万８千９５０円は、竹内街道歴史資料館の入館料で、入場者

数が３千１３９人となっております。 

 ２８、２９頁をお願いいたします。 

 ２項手数料、５目教育手数料、１節の教育管理手数料、収入済額３００円は、総合ス

ポーツ公園使用料、テニスコート分の３件に対する督促手数料となってございます。 

 ３２、３３頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、１節の学校費補助金、
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収入済額１千４１４万５千円。就学援助補助金３万９千円は、小中学校の要保護及び準

要保護児童生徒に係る就学援助補助金、学校施設環境改善交付金、繰越明許費分１千４

１０万６千円は、明許繰越を行いました磯長小学校トイレ改修事業に対する補助金とな

ってございます。２節の文化財保護費補助金、収入済額１千８４７万７千円は、国指定

史跡二子塚古墳整備事業に対する補助金で、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金として５

３万３千円、内容は印刷製本費など１０６万７千２３０円に対する５０％、及び史跡等

総合活用整備事業費補助金１千７９４万４千円。内容としましては、発掘調査補助業務

委託料及び史跡整備工事請負費など３千５８８万９千１０８円に対する５０％となって

ございます。 

 ３６、３７頁をお願いいたします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、８目教育費府補助金。 

 １節の教育総務費補助金、収入済額４万４千円は、文化財保護事務の移譲事務に係る

交付金となってございます。２節の社会教育費補助金、収入済額５万円は、おおさか元

気広場推進事業費補助金となってございます。３節の幼稚園費補助金、収入済額１００

万円は、幼児教育の質の向上のための緊急整備事業としまして、新型コロナウイルス感

染症対策を実施するために必要となる衛生用品の購入、及び園務改善のためのＩＣＴ化

支援に係る通信ネットワーク環境の整備と備品購入に係る補助金となってございます。 

 ３８、３９頁をお願いします。 

 １６款府支出金、３項府委託金、６目教育費府委託金、１節の教育総務費委託金、収

入済額１万２千円は、学校基本統計調査事務委託金となってございます。 

 次頁、４０、４１頁の１９款繰入金、１項基金繰入金、２目太子まちづくり夢基金繰

入金、及び３目ふるさと太子応援基金繰入金、４目の森林環境譲与税基金につきまして

は、政策総務部長の説明にございましたので、詳細は省略をさせていただきます。 

 ４２、４３頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節の雑入のうち、教育委員会所管の主なもの

についてご説明を申し上げます。下から１４行目にございます「緑の募金」運動連絡調

整事務費１千２００円は、募金運動に係る各学校に対する事務連絡経費となっておりま

す。その下のオーパス登録料・更新料２万１千５００円は、新規登録１９名分と更新者

４０名分の更新料となってございます。その下の資料館刊行物売却代２２万７千５５５

円は、歴史資料館等で販売をしました冊子等の売上げ収入でございます。その下のイベ



－１２２－ 

ント参加料４万２千９００円は、歴史資料館で開催をしました「まが玉づくり体験」や

「歴史講座」などの参加費収入でございます。２行飛ばしまして、山田小学校太陽光発

電売電料８万１千２５４円は、山田小学校体育館の屋上屋根部分に設置をしてございま

す太陽光発電の関西電力からの買取り収入となっております。その下の電気料、山田小

学校登下校システム２８円は、山田小学校に設置をされておりますＩＣタグ登下校管理

システムの電気使用料収入でございます。その下の電気代、総合体育館５万４千円、歴

史資料館１万８千６５５円、１行空けまして、生涯学習センターの１万５千２０７円は、

それぞれの施設に設置をしております自動販売機の電気使用料収入となってございます。 

 次頁の４４、４５頁の２２款町債、１項町債、４目教育債につきましても、政策総務

部長のほうから説明をさせていただきましたので、詳細は省略をさせていただきます。 

 以上、教育委員会所管に係る歳出歳入決算の説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○中村委員長 ただいま、教育委員会関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。 

午後 １時５８分 休 憩 

                                        

午後 ２時１５分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

○村井委員 １８７のこれ、私もすごく興味を持っています郷土の偉人中山久蔵顕彰事業

のところなんですけど、これ、令和５年の予算でも議員からいろいろ話があって、これ

からどう進めていくねんというところの話もあったかと思うんです。今回の宝くじのう

ちわの裏側、表側と言ったらいいのか、あれも統一して、北広島、中山久蔵ということ

でＰＲされているというところで、この事業について、これからどういう展開させてい

こう、もしくはそういうふうなことが決まっているとかいろいろそういう構想プロジェ

クトなりあるのであったら教えていただけませんか。 

○東條生涯学習課長 中山久蔵顕彰事業についてでございます。決算としましては、４年

度、当然、委員会の中でコロナ禍の中、北海道に行くのはというような議論もございま

したが、必要最小限、コロナの状況を見ながら職員２名が今年度の事業に向けての現場
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へということで調査に行かせていただきました。 

 今年度につきましては、一定事業が進んでおりますので、若干報告といいますか、説

明のほうをさせていただきたいと思います。 

 今年度の取組状況なんですけれども、まず、役場１階の緑の回廊、展示スペースを活

用しまして、パネル展示をさせていただいてございます。あとまた、広報事業としまし

ては、広報紙の６月号から１０月号に１５０周年記念連載としまして、１０月まで掲載

させていただいてございます。 

 今後におきましても、公共施設に設置してございますサイネージを活用しまして、北

広島市が製作しました動画「北海道米と中山久蔵」、７分程度の動画でございますが、

これも流せたらというふうに考えてございます。 

 次に、７月２８から３０日に、北広島市の小学生が本町に訪問した際には、叡福寺等

で太子町立中学校社会科学部と生徒たちがクイズを交えながら案内を行いまして、北広

島市と子どもたちと交流した事業もございました。 

 続きまして、８月の２７日、この間ですけれども、日曜日、北広島市より講師を迎え

入れまして、講演会中山久蔵北海道での実績、これでは多くの方に参加していただきま

して、中山久蔵の生涯と功績について理解をいただいたところでございます。 

 更に、今月２３日の土曜日には、１５０周年記念フォーラムといたしまして、北広島

市で開催されるフォーラムを太子町の万葉ホールで映像配信いたしまして、その際、北

広島市のフォーラムの会場に本町の中山久蔵顕彰会の発起人のメンバー５名の方が現地

に出向きまして、春日の光福寺の久蔵が寄進した石段の拓本を寄贈するという催しも実

施されるということでございます。 

 更に、歴史資料館の企画展におきましても、１０月７日から１２月３日、この間にお

きまして展示を開催しまして、多くの住民さん、また職員さんにも見ていただきたいと

いうことで考えてございます。 

 そのほかにも、町立図書館でテーマ展示を行いましたり、小中学校を対象としました

出前授業というのも今のところ考えているところでございます。 

 以上です。 

○村井委員 来月ですか、先ほど、ご答弁いただいた中山久蔵の企画展というのが開かれ

ると。その中にちょっと私、ポスターでちらっと見させてもらったんですけど、共催が

大阪府町村長会ということの表記があったんですけど、何らかの補助なり、財源的なと
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かそういうのがあるのかないのか教えていただけませんか。 

○東條生涯学習課長 今、委員、ご質問のありましたように、大阪府町村長会のほうから

イベントの事業費といたしまして、令和５年度の事業費はほぼほぼ全額、その補助金で

賄うことと考えてございます。 

 以上です。 

○斧田委員 この本定例会の冒頭というんですか、町長のほうのご挨拶の中にも入ってい

た部分について今から質問させてもらおうかなと思うんですけれども、町が１つの中学

校区という地域性を生かし、幼稚園から中学校までの義務教育を含めた１２年間の系統

性と連続性に配慮した教育活動の展開と指導体制や学習指導方法などの充実に向け、非

認知能力の伸長を柱とし、めざす子ども像を明確にした幼小中一貫教育に引き続き取り

組みましたというふうな形で、町長のほうからあったんですけれども、具体的に各現場

である学校であったりとか、教育委員会とどういうふうな形でこれを進められたかとい

うのを教えていただけたらと思います。 

○矢野学務指導担当課長 小中一貫教育の進捗状況ということでご質問の件でございます。 

 まず、前年度令和４年度より小中一貫教育を進めまして、先ほどありました非認知能

力の伸長ということで、いわゆる非認知能力といいますのは、テストの点数では中々測

れない力、例えば、人とつながる力であったり、自分と向き合う力、こういったところ

をしっかりと伸ばすことによって、既存の学力であるとかいったことの定着を図ってい

こうという方針のもと、令和４年度につきましては、まず教職員の交流ということを重

点取組といたしました。 

 というのは、やはり子どもたちをしっかり見据えていく中で、全教職員がどんな子ど

もを育てたいのかということを共有することは非常に重要なことだというふうに考えま

した。 

 その中で、前年度、夏季には全教職員、これは幼稚園も含めましてですけれども、全

教職員が一堂に集まる研修を持ちまして、それぞれの先生方が一体どんな子どもを育て

たいのか、中学校を卒業したときにどのような力がついてほしいのかというようなこと

をしっかり話し合いました。そちらをＡＩ等で先生方の意見を分析しながら、先生方が

今一番育てたい子どもの姿をしっかりと全員で共有するという形に現在なってございま

す。 

 その後、今年度は子どもたちの交流ということを次の重点取組というふうにしており
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ます。この間、コロナが収束を迎えた中で、どんどん学校間、それは幼稚園小学校、小

学校中学校、それから小学校間の交流も大事かなということで、今現在、どういった取

組ができるのかといったところを教職員で話し合いながら取り組んでおるところでござ

います。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 今、説明していただいた中でも、学力というふうな範囲だけじゃなくて、本当にその

子の特性というんですか、それを生かしていくというふうな形で、学校の先生方を中心

に取り組んでいかれるというふうな説明だったんじゃないかなと思います。 

 それと、これから取り組まれる内容について、最近でしたら、少子化があるので、兄

弟関係がいない中で異年齢の子どもたちとの触れ合いというんですかね、接しられる、

そういうふうな環境についても取り組まれるということですので、ぜひ、こういうふう

なものについて、これから検証もしながら取り組んでいただけたらなと思いました。あ

りがとうございます。 

 続きまして、ＧＩＧＡスクール構想なんですけれども、先ほど、次長のほうの説明に

もあったんですけれども、この事業自身がもう多分３年ぐらいは経過しているんじゃな

いかと思うんですけど、今まで取り組んできた内容と、それと、今回の、先ほども言い

ましたけれども、町長の報告というんですか、のところにもありますＡＩドリルの導入

というふうなものについて、具体的に説明のほうをお願いできたらと思います。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 ＧＩＧＡスクールの事業概要のご説明をさせてい

ただきます。 

 まず、文部科学省が全国で推進しておりますＧＩＧＡスクール構想の実現のために、

町立小中学校の児童生徒に１人１台の学習端末の貸与を行い、端末を持ち帰ることも、

令和４年２学期から実施してございます。 

 ＧＩＧＡスクール構想実現に向けた様々な取組の中、各端末からインターネット経由

でアクセスして利用するＡＩドリルを順次導入し、活用している市町村が現在ほとんど

でございます。 

 本町におきましても、学習端末を有効活用する取組の１つとしてこれを導入しまして、

一人ひとりの理解度、それと、習熟度に応じた教材を提供することで個別最適化した学

習が可能となり、全ての児童生徒に最適で多様な学びの保障を図るため、ＡＩドリルも

導入してございます。 
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 ＡＩドリルでございますが、ＡＩドリルにつきましては、本町の教育に関する基本理

念でございます、豊かな自然と歴史に育まれ、一人ひとりの個性が輝く和の人づくりを

基に、２１世紀を生き抜くために必要な学力を全ての児童生徒に身につけてほしいとい

う願いを込めまして、教育活動を推進してまいりました。 

 また、国のＧＩＧＡスクール構想、これは小中学生１人１台タブレットを、端末環境

でございますが、これによって多様な子どもたちを誰ひとり取り残さないという個別最

適化させた学びの実現のため、本町では令和４年度から小中学校でＡＩドリルの導入を

実施してございます。 

 導入しておりますＡＩドリルにつきましては、一人ひとりの学力に応じた演習問題に

取り組める特徴がございます。具体的に言いますと、ＡＩが生徒の理解度、それと進捗

度に応じまして、適切な問題を出し、問題が解けなかった場合、どこでつまずいたのか

と。そのつまずきの原因をＡＩが分析して、つまずきの元となった単元まで戻って、何

度も学習することができるとなってございます。 

 また、学年に関係なく、生徒の学力に応じた学習をすることができるなど、児童生徒、

それぞれの学習進度に応じた理解、定着につながる基礎学力の向上を図ることができる

学習教材となってございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 どうしても古い頭ですので、学校で行う、こういうパソコンを使った授業というと、

でっかい画面が教室の前に置いてあって、先生が言うのも黒板代わりみたいなイメージ

が強かったんですけど、今の説明を聞かせてもらうと、一人ひとり個別の機械をどうい

うふうに使うか、私たちも、今、こういうノートをもらってやっているんですけれども、

その中で子どもたちの能力に合わせた形で、こういうドリルというんですか、その進捗

状況等もできるということですので、やはり、すごくいいなと思う反面、人間の血の通

っているような教育というふうなものに、こういう部分でもうまくこれからつなげなが

ら取り組んでいただければなというふうなことを思っているんですけれども、コロナが

始まってすぐこういう機会をそれぞれの家庭に配ると本当はいいんだろうけれども、そ

ういう環境というんですか、電波が行ってないというんですか、Ｗｉ－Ｆｉ機能がない

とか、いろんな課題があったかと思うんですけれども、今後、何か心配されるというん

ですか、気をつけなければいけないことというのは何か分かってれば教えていただけれ
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ばと思います。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 先ほど、委員のほうから家庭環境で、例えば、モ

バイル環境が整っていないといったところでございます。実は、本町につきましては、

先ほど言いましたように、１人１台学習用タブレットの端末を貸与してございます。持

ち帰って、学習用としてそのタブレットを使用するといった形を取っておりますが、そ

うしたＷｉ－Ｆｉ環境の整備が難しいご家庭に対しまして、学習用タブレット、端末で

すね、インターネットと接続するためのモバイルＷｉ－Ｆｉルーターの貸出しも行って

ございます。 

 この貸出しにつきましては、年度内１年間というふうな形で、環境が整えば返却して

いただくといったこともさせていただいておりますので、やはり、まだちょっと環境が

整っていないというご家庭もありますので、実際に５台程度ですか、貸出しはしている

というふうになってございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ＧＩＧＡ構想のほうについては、大体、そういう形で分からせていただきま

して、ありがとうございます。 

 続きまして、先ほどの説明の中に専門職の名前というんですか、スクールカウンセラ

ーであったりとか、ソーシャルワーカーであったりとか、スクールソーシャルワーカー

であったりとか、学校総合支援チームでしたっけ、そういうふうな形で取り組んでおら

れる実際の事例的なものというんですか、中々、元々は福祉しかこういうふうな職員と

いうのは配置しないかと思っていたんですけれども、教育委員会のほうでやられている

というふうなことで教えていただけたらと思います。 

○矢野学務指導担当課長 学校現場が直面している教育課題というのは様々ではございま

す。そういった中で、いわゆる学校の中だけでは解決が難しいであろうと考えられる部

分につきまして、こういった専門家を活用するということでございます。 

 例えば、ほんの一例ではございますけれども、今現在も大阪府内でも課題になってお

ります、例えば不登校の子どもがいてる状況の中で、不登校、なぜ子どもが学校に来ら

れないのか、それが来たくないのか来られないのか、そういった部分、様々なところに

理由があると思います。 

 どういったところに理由があるのかといったところ、本来、学校の中でしっかりと考

えていくんですけれども、例えば、ヤングケアラーの問題等もありますけれども、おう
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ちのお手伝いをしているので、もうそれだけで疲れてしまって学校に中々来にくかった

りという子どもがいてたり、そういった形で学校から働きかけ自体はできますけれども、

そこから福祉の手をどのように差し伸べていくか等の部分につきましては、学校として

は専門的な知識がない状況の中で、中々、その発想に至らない。そういったときにスク

ールソーシャルワーカーがそういった課題にどういった手段を用いて、子どもたち、ま

たはその保護者、家庭にアプローチしていくのかということを学校にアドバイスをいた

だき、また学校がそれに沿って取り組んでいくというようなことでございます。 

 また、相談しながら進めていくときに、法的な判断が必要になってくる場合も出てき

ます。そういった場面ではスクールロイヤー、弁護士でございますが、のご意見をいた

だきながら、そのときにはどういった形で保護者にアプローチしていくことが一番最適

なのかということをアドバイスいただいて、また学校として判断していくというような

事例を紹介させていただきます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 どうしても学校の先生だけでそういうふうな対応をしないといけないであったりとか、

また家庭環境の問題だけと違って、モンスターペアレンツというんですか、最近はある

のかどうかちょっと分からないんですけれども、中々、保護者対応というんですか、大

変な事例も多いかと思いますが、そういう専門職が入ることで、学校の先生方が子ども

たちの授業に専念できるような環境もつくって頑張っていただけたらと思います。 

 それと、先ほどの説明の中でもあったんですけれども、中々、不登校の子どもさんが

学校には戻れないというんですか、行けない状況になってきたときに、和みルームとい

うのがあるというふうには聞いているんですけれども、そこら辺の実際の実績というん

ですか、どういうふうな形で子どもらが学校に帰れたりしているのかどうか教えていた

だけたらと思います。 

○矢野学務指導担当課長 前年度につきましても、複数名の児童生徒が和みルーム、いわ

ゆる適応指導教室でございます、を利用しているといったところでございます。 

 具体的には、やはり少し学校に来にくくなる、遅刻が目立ってくるといった子どもた

ちに、いち早く声をかけさせていただいて、今、個別最適な学びという言葉もありまし

たけれども、やはり子どもたちの居場所になる場所をしっかりと見極めていかなければ

ならないというふうに考えております。 

 その居場所の１つとして和みルームという、学校の設備、施設とは離れた部分ではあ
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るんですけれども、指導員の方がいらっしゃる中でよりきめ細やかに子どもの対応を見

ていただける場所、中々、学校に行きにくくなる理由も様々ですけれども、例えば、ち

ょっと集団に入るのが苦手であったりというような特性をお持ちの子どもたちにとって

は、和みルームを活用することによって、友達とどのように関わっていったらいいのか、

勉強が苦手だからというときには勉強を少し、勉強の仕方をそこで学んでから徐々に学

校へ復帰を目指していくというような活用事例がございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 中々、個別の事例としては難しいのも多いだろうなとは思いますが、これからも頑張

って取り組んでいただけたらと思います。 

 続きまして、決算的な部分ではあまり出てこないんですけれども、全国の学力学習状

況調査の関係なんですけれども、太子町の状況というんですか、全国と比較した上で、

どういうふうな状況になっているか教えていただけたらと思います。 

○矢野学務指導担当課長 太子町の全国学力・学習状況調査の状況でございます。前年度

につきましては、小学校におきまして、ほぼ全国平均並みの結果が出ていると。中学校

につきましても、全国平均並みではあるんですけれども、数学科において全国平均を下

回るといった結果が見られました。 

 本年度につきましては、前年度の課題をしっかりと見極めながら、どういったところ

に課題があるのか、それから、子どもたちの学びを進めるためにどのように授業を工夫

したらいいのかという事業改善にも町を挙げて取り組みました。 

 その結果、今年度につきましては、小学校は全国平均を大きく上回る、小学校の国語

ですね、大きく上回る結果、それから、中学校でも全国平均をやや上回るような結果と

いうことになってございます。 

 ただ、中学校の英語につきましては、今回少し下がったという状況でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 中々、そういう調査結果というんですか、テストの結果だけであまり一喜一憂するん

じゃなくて、それに対する取組方というんですか、先生方の、そういうふうな、先を見

たような形での取組のほうでまた頑張っていただけたらなと思います。 

 以上で終わります。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 先、村井議員が、１８７頁の中山久蔵顕彰事業についてお話しされましたの
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で、ダブる部分はあるとは思うんですけれども、お尋ねします。質問させていただきま

す。 

 当初の予算では４４万６千円で、旅費が３人分３７万４千円でした。決算では１７万

９千１６３円で、旅費が１２万３千３６０円です。予算と決算とで随分開きがあって、

倍ほど違うのですが、当初と何か変わった点があるのでしょうか。お答えお願いします。 

○東條生涯学習課長 先ほど、村井委員のご説明の中でもございましたように、当然、当

初予算でセットさせていただいた際、予算常任委員会でもございましたように、コロナ

禍を見極めながらということで、その際にも恐らく途中の委員会で、できるだけ最小限

の人数で行かせていただくということでお答えさせていただいたかと思います。 

 ですので、コロナ禍を見据えて最小の人数で今年度の事業への調整なり、打合せとい

うのに行かせていただいた調査ということでございます。 

 以上です。 

○藤井委員 旅費との関わりなのですが、金曜日、帰宅の出張に私用を足して帰宅するこ

とについて明確なルールはありますか。なければつくる予定はありますか。お願いしま

す。 

○中村委員長 もう一回ちょっとお願いいたします。 

○藤井委員 旅費の関わりなのですが、金曜日、帰宅の出張に私用を足して帰宅をするこ

とについて明確なルールがありますかということなんですけれども。 

○西本秘書政策課長 質問は、金曜日、週末に出張に行かれて家に帰るときの明確なルー

ルということかと思います。週末にかかわらず、出張に行きまして、基本は役場に戻っ

てきます。ただ、役場、１７時半までの勤務になりますので、戻りが１７時半以降にな

るようであれば、事前に届出、上司へ報告をする中で、いわゆる我々直帰という言葉を

使っているんですけれども、直接、出張先から自宅へ帰ると、そういうことはございま

す。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

 ３月議会の答弁書を読み返したのですが、西田議員が３人も行く必要はないと言った

上で、４４万６千円は適切な金額だと考えて予算上計算されているのかと尋ねたら、教

育次長は課長トップに向こうの実務者としっかり事業実施に向けた協議を整えるという

意味では、この人数については、むしろ日数について調査を含めるのに短いぐらいでは

ないかというぐらいの日数の中でやらせていただくというお答えでした。 
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 そして、２人になって、３泊４日になったんですけれども、修正動議も提出されまし

たし、そんなこともあって、考えて２人で２泊３日、足らない分は自費という扱いをし

たのかと思っております。 

 これも３月議会の答弁書です。次長は、例えば中山久蔵の旧宅の裏にある墓石も、こ

ちらから行った人物の名前が出てくるような形が、半ば倒壊したような状態で保存され

ている場所もあると。それらについても確認をし、当該調査しながらと答弁は続くので

すが、どうでしたでしょうか。見つかりましたでしょうか。改めてこの日数で得たこと

を教えていただきませんか。 

○池田教育次長 いろいろ議論がある中で、必要最小限で最少人数で行けというお話で、

ずっとこの間、昨年度についてはやってまいりました。２回行く、あるいは３名行くと

いうのは、極力減らした結果が２名で、２泊３日という形にしてございます。いろいろ

調査をしたいところはたくさんありますが、当然、短縮した分で調査の内容が制限され

たところもございます。 

 特に、今おっしゃられてました、こちらから向こう行った人間の把握であるとか、そ

の辺は今回の展示なり講演会なりの事業には直接反映できないということで、調査割愛

した部分の１つになってございます。 

 したがって、昨年度に行かせてもらった調査は、今年、資料館のほうで実施します企

画展に出す資料の最小限の調査というところになってございますので、枝葉の部分とい

いますか、それに付随したような調査の部分までは今回行われてないというのが実態で

ございます。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

 太子町の住民の方に太子町の偉人のことを知ってもらうことはすごく大切だと思って

います。ただ、中山久蔵氏を知るだけで太子町への郷土愛を育むことができるのか、簡

単ではないと思います。歴史遺産を大切にすることや観光などと共に結びつけるように

すれば、太子町のまちづくりに一役買うことも考えられるのではないでしょうか。中山

久蔵の記念講演に、西田議員と私参加しました。中山久蔵さんが篤志家だということは

分かりましたが、あまり人となりについては講演で触れていなくて、北広島市での偉業、

お米に関する話が主だったように感じました。中山久蔵さんが米づくりで頑張った人だ

と紹介するなら、太子町の農業、米づくりとも結びついて考えることはできないのでし

ょうか。他部署との連携を考えているのか教えてください。 



－１３２－ 

○東條生涯学習課長 引き続き、中山久蔵展の質問でございます。一定、協定を向こうの

エコミュージアムセンターと結んでおりまして、その中で本事業を進めておるわけなん

ですけれども、兄弟のことも含めまして、本町の豊かな歴史、また文化資源につきまし

ては地域の誇りということで、太子町の皆さんが思っていただいていると思ってござい

まして、今回の事業展開しております中山久蔵の顕彰事業につきましても、和の町太子

で生まれ育った久蔵が自分が幸せになると同時に他人に幸せを与えるという、自利利他

の精神で北海道の人たちにお米を通じて、ほかもあるんですけれども、貢献されたとい

うことは、太子町の子どもたちの郷土愛、郷土教育やキャリア教育にもつながるという

ことで、生涯学習課としましては人づくりの１つだというふうに考えてございます。と

いうことで、これにつきましては、効果的な事業であると思ってございます。 

 また、文化財を活用しました観光振興につきましても、昨年度末の阪南大学との包括

連携協定に基づきます取組も順次進めておりまして、歴史と観光の連携につきましては、

今後も更に進化させていきたいということで、観光部局とも企画担当とも話をしている

ところでございます。 

 なお、本町の農業への結びつけなどでございますけれども、これにつきましては、現

時点では生涯学習課では農業との関連というのをまだ検討しておりませんが、職員全員

が中山久蔵を知り、更に様々な場面で活かしていけたらというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○藤井委員 どうもありがとうございます。 

 次、よろしいでしょうか。 

 給食についてお尋ねします。学校給食運営委員会、この前、私参加させていただいた

んですけれども、すごく前向きの答えをいただき、参加できてすごくよかったです。あ

りがとうございました。 

 改めて、幼稚園、小学校、中学校でアレルギー対応をしている子どもは何人いてるの

でしょうか。よろしくお願いします。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 現在、アレルギー対応を行っておる児童生徒の人

数でございます。直近で、磯長小学校で４名、山田小学校で３名、中学校で１名、合計

８名となってございます。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。 
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 太子町では、特別にアレルギー食というのは作ってないと聞いているんですけれども、

確かに最近はアレルギーの子どもが複雑化してきて、子どももすごく増えてきていると

思うんです。それで、アレルギーのある児童や生徒が集団でみんなと一緒に楽しく食事

ができる工夫を今していることがあれば教えてください。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 本庁給食センターの施設規模、それと、調理ライ

ン上、アレルギー対応食を作ることにつきましては、現在のところ困難であるというふ

うに考えてございます。 

 本町の学校給食アレルギー対応の基本方針といたしましては、児童生徒の安全確保の

ため、原因食物を提供するかしないかの二者択一の対応を原則として行ってございます。

その中で、小麦を使用しない米粉パンや、あと、ドレッシングのほとんどは卵を使用し

てございません。また、デザートとしまして、卵不使用のプリン、それとアレルギーを

持っている児童生徒でも食べられるゼリー、あと、クリスマスの時期には大豆不使用の

ケーキなどを提供してございます。このような取組によりまして、アレルギーを持って

いない児童生徒とできるだけ変わりなく給食を食べてもらいたいという思いから実施し

てございます。 

 今後、更なる対応が可能となるよう、安心安全を第一に置きながら、各学校園と協議、

検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

 この前の話合いの中でも、更に、炒り卵とサラダと分けて、食べるときに混ぜて食べ

る子、卵が初めから入ってないからって、すごく細やかな配慮工夫というのをされてい

るので、そう聞いててよかったなと思っています。 

 それと、またすごくお金もかかるし、今は無償化になっているんですけれども、すご

く値上がりしていっている中でも頑張ってやってくれているという、いろんな前向きな

答えをいただいたんでありがとうございました。 

 それと、食料自給率の話をまちづくり推進部の質疑のときに言いましたが、自給率を

上げるために、地元で作られたものを地元で消費する地産地消の実践も推薦されていま

す。アレルギー対策も引き続き、子どもたちが楽しい給食時間が持てるようによろしく

お願い申し上げます。 

 次、よろしいでしょうか。 
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 コロナ禍で学校の行事、子どもたちの様子など随分変わってしまったことはありませ

んか。令和４年はまだまだ大変だったと思います。コロナ前に戻ってきているのでしょ

うか。よろしくお願いします。 

○矢野学務指導担当課長 新型コロナウイルス感染症が今年の５月に感染症法上５類に分

類されたということで、そのことを受けまして、学校行事自体も徐々に感染症の流行前

の状況に戻すようにということで、今現在取り組んでおるところです。 

 中学校におきましては、特になんですけれども、この感染症流行前に取り組んでいた

行事を中学校の生徒が全員卒業してしまっていますので、前にどんな行事を行っていた

のかということが分からない子どもたちばっかりになってきたりしております。その中

で、やはり今まで取り組んできた学校行事につきまして、一体何のためにその行事をし

ていたのか、それから、今後どのような子どもを育てていきたいのかといった視点で、

同じ名前の行事であっても、再度、しっかり目的を見直しながら、更に磨き上げていく

といった取組を進めておるところです。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

 子どもたちが伸び伸びと学校生活が送れるようになればと思っております。 

 次に、トイレ改修が順次進んでいます。トイレに生理用品は置いているのでしょうか。

お答えをお願いします。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 学校のトイレということでよろしいでしょうか。 

○藤井委員 はい。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 現在の状況でございます。まず、山田小学校でご

ざいますが、南館の校舎、これは職員室が入っている校舎ですが、その南館の校舎２階

に高学年、４年生、５年、６年生が入っている棟がございます。その２階の女子トイレ

の各個室内に生理用品を設置済みでございます。 

 今回、トイレ改修を実施しております東館につきましては、低学年のみトイレを使用

するため、生理用品は今のところ設置しない方向で考えておる状況でございます。 

 また、磯長小学校、それと中学校につきましては、現在のところ、トイレには設置は

してございません。 

 以上です。 

○藤井委員 教育施設ばかりに仕事を頼んで申し訳ないのですけれども、エアコンについ

て聞きます。気象庁は９月１日、今年の夏が１８９８年の統計開始以来、史上最も暑か
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ったと発表しました。太子町は特別教室、普通教室にはエアコンが設置されています。

大阪狭山市が設置しています。羽曳野市も順次設置の方向です。太子町でも体育館にエ

アコン設置は考えていないのでしょうか。よろしくお願いします。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 体育館の空調設備の必要性につきましては認識し

てございます。しかしながら、他の改修工事や大がかりな修繕につきましては、学校活

動との兼ね合いもあるため、基本的には夏休み中など限られた期間に集中的に実施する

必要がございます。また、計画的にこれらを取り組んでいるところではございます。 

 まずは、過去から実施しておりますコロナ対策と安全で快適な環境整備が必要なトイ

レの改修事業に取り組む考えでございます。各学校園の教室等につきまして、約１０年

ほど前に空調設備を導入し、今後、更新費用が発生するほか、学校給食の無償化など、

多額の財源が今後必要になってくると考えてございます。 

 また、現在、教育委員会内の建築技師が１名となっている中、設計や事業者との打合

せ、あと、現場確認などかなりの時間を費やすことなどから、先ほど申しました、費用

面や、あと、人的な問題からも体育館の空調整備を含む各種大規模改修工事は、現在の

ところ、困難であるかなというふうには考えてございます。 

 まずは、現在実施しておりますトイレ改修、継続的に実施しまして、今後、体育館の

空調整備につきましても、活用できる補助金の精査等を行い、財政的負担の軽減化を図

り、町の財政状況を見据えながら、計画的に実施できるよう検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○藤井委員 どうもありがとうございます。 

 そのことなんですが、部活動中に気分が悪くなったという話をよく聞きます。学校か

ら帰宅途中に熱中症で倒れて亡くなったというニュースもありました。私たちが学校生

活を送っていた頃の夏の暑さとはもう全く違います。ぜひ設置に向けて検討をよろしく

お願いします。 

 次、よろしいですか。 

 今年夏、やっと子どもたちが楽しみしているプール開放、入りました。ありがとうご

ざいました。プール開放の時間が一番暑い時間帯ですので、実施している教育委員会と

しても、水の事故だけでなく熱中症も心配だと思います。子どもたちは事故もなく、元

気に参加できましたか。プールに入っていても熱中症になるそうですが、小中学校のプ
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ールもそうですが、対策は取っているのでしょうか。お答えをお願いします。 

○東條生涯学習課長 プール開放についてのご質問でございます。令和４年度が３年ぶり

にプール開放させていただきまして、そのときにつきましては、当然コロナ対策という

ことで、更衣室の人数制限であったり、プール内の人数制限であったりということをさ

せていただきましたけれども、今年度のプール開放につきましては、特にコロナにつき

ましては、去年のような縛りはなくさせていただきました。去年、今年もそうなんです

けれども、暑い最中ですので、日陰で待っていただくような形であったり、スムーズに

プールの中に入れるようにということで、請負者のほうとも協議させていただいて進め

ているところでございます。 

 以上です。 

○藤井委員 どうもありがとうございます。 

 次、よろしいでしょうか。 

 ３５人学級についてお尋ねします。始まったばかりですが、子どもたちの学びに変化

は特にありますでしょうか。 

○矢野学務指導担当課長 ３５人学級がいよいよ本格的にという形で、今現在運用されて

おるところでございます。やはり、懇談等で保護者の方からも４０人詰め詰めの学級よ

りも３０名前後のクラスになるということで、非常に教室の机と机の間隔も少しゆとり

を持ちながら、それから、例えばその懇談の日程等につきましても、少しゆったりと時

間的に先生に相談できる時間がつくれるというふうなことで、概ね好評なご意見をいた

だいておるところです。 

○藤井委員 どうもありがとうございます。 

 次、よろしいですか、最後ですが。 

 今、ずっと子どものことを聞いてたんですけれども、教職員、教師のほうはいかがで

しょうか。昨今、教員の成り手が少なくなっていると聞きます。教員が忙し過ぎて余裕

が持てないと、コロナ禍では先生が教室の消毒をしなければならないなど、更に仕事が

増えました。太子町では、あまりの忙しさに病気で休む教員先生はいらっしゃらないで

すか。お尋ねします。 

○矢野学務指導担当課長 本町におきまして、本町に限らずでございますけれども、やは

り教職員の成り手不足といったところは、全国的なところかなというふうに考えており

ます。その中で職員の業務につきましても、本町におきましては校務支援ソフト等の導
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入により、可能な限り、先生方が行う事務的な処理につきましてはＡＩに任せていく部

分、それから、学校の組織として対応していく部分、それからデジタル化していく部分、

そういった部分をできるだけ活用しながら業務負担を減らしておるところです。 

 また、各学校において校務分掌と言われる先生方の業務ですけれども、そういった業

務ができるだけ１人の先生、複数の先生に偏らないように、学校の業務をマネジメント

するよう、管理職に対してもそういった研修を実施しておるところでございます。 

○藤井委員 どうもありがとうございました。 

 以上です。 

○嚨本（博）委員 １５５、先ほどちょっと課長も、トイレ、山田の改修と言われていま

したけれども、磯長小学校トイレ改修の、先ほど次長も言われました３期目改修という

形で、これいつぐらいで最終終わる予定ですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 磯長小学校のトイレ改修につきましては、令和４

年度で完了をしてございます。今年度、ちなみにですが、令和５年度につきましては、

山田小学校の東校舎を現在改修工事中でございます。 

○嚨本（博）委員 ということは、磯長が終了、今度は山田行って、その次は町立という

流れでよろしいんでしょうか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 令和５年度、山田小学校東校舎、令和６年度につ

きましては、山田小学校の南校舎、令和７年度、８年度におきましては、中学校の本館

新館という予定でございます。 

○嚨本（博）委員 ありがとうございます。 

 僕もちょっといろいろ聞かれていて、山田小学はいつなんやという話があったんです

けれども、本当に今やっていただいているというので、ちょっとほっとしているんです

けど。 

 今の子どもって、和式が中々できない。僕らの時代じゃないんですけれども、僕は逆

に和式しかできないんですけど、本当に洋式が主流になってきているので、今の子ども

たちのことを考えたら、少しでも早くやっていただければ大変うれしく思いますので、

またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○村井委員 いろいろあるんですけど、先ほどのＩＣＴのところのＧＩＧＡスクール構想

のところなんですけど、そろそろＩＣＴ機器、主にパソコンのメンテナンスといったと

ころの事業が先行して始められるところが予算案を組んだり、いろいろそういうところ、
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やっておられるところあると思うんです。太子町においてはそういうところの計画とか、

そういうメンテナンスのところにはどういうふうに対応していこうとしておられるのか。

今も細々したところも対応しておられるかと思うんですけど、その状況について教えて

いただけませんか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 ＩＣＴの端末の更新時期が２年後に迫ってござい

ます。現在のところ、更新費用として、約ですが、１億１千万円ほどかかるかなという

ふうに計算してございます。ただ、数日前に新聞報道出ておりましたが、一応、国のほ

うで負担するといった情報もございますが、まだ大阪府等から通じて、そういった情報

のほうは来ておりません。 

 ただ、国負担となれば、約１億１千万円の更新費用というのは国に補助していただく

というふうな形で現在のところ考えておる状況でございます。 

○村井委員 今、ご答弁いただいて、更新時期、そりゃ、絶対来るやろうと。そのときの

財源、国はやれやれ言うけど、そこの財源が伴ってきているのかというのは、このこと

じゃなくてほかもいろいろあるかと思うので、その辺はできるだけ、ぶっ壊れたままと

か、いつまでもそんな型の古いのとか、今どんどんどんどん新しいのが出てくるやろか

ら、臨機応変に対応していただきますようお願いしておきます。 

 ＧＩＧＡスクール構想全体じゃないんですけど、やっぱり、今、子どもたちの生活環

境が私たちの子どものときと、がらっと生活環境が変わっているというのが、デジタル

化に伴った、学校教育現場もそうですけど、ご家庭でパソコン、スマホ、このことがあ

るので、よく頻繁に使う生活になっていると思うんです、幼いときから。その中でやっ

ぱり基礎的な視力とか、どうしても私でも猫背になっちゃうんで、猫背になっていたり、

長いこと左手、利き手と逆の手でスマホをずっと持ち続けていたら、私もそうなんでね、

正直。スマホ肘という、肘が固まってしまって、気づかんうちにね。何でこの肘が痛い

ねんみたいなね。そういう生活環境が変わってくることによって身体にそういう影響が

出てきている。私もあるんですけど。 

 だから、子どもたちにそういうところの身体検査じゃないですけど、そういう調査な

りされているのか、今されているんであったら、そういう特徴がもし出てきているんで

あったら、眼鏡かけている子がだんだんだんだん増えてきたとか、そういう、もしデー

タとか、もしくはこれからどうしていこうという考えがあるんであったら教えていただ

けませんか。 
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○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 本教育委員会の学校保健事業の中で、学校各種の

健診を行ってございます。その中で内科、歯科、耳鼻科、それと眼科医の先生に来てい

ただいて、視力検査のほうを幼稚園、小学校、中学校と実施してございます。 

 その中で私も先日担当のほうに、これもたまたまちょっと確認したんですが、前年度、

昨年度と比べて急激に視力が落ちているといった傾向はあるのかというところの情報な

んですが、急激に視力が落ちているとかといった傾向は今のところないということで聞

いてございます。 

 先ほど委員おっしゃいましたように、ＩＣＴ化に伴い端末を使いながら、授業のほう

をしている中、やはり、こう視力が落ちるかなといった懸念もございますが、今のとこ

ろ急激に視力が落ちているといった傾向はないというふうに聞いてございます。 

 以上です。 

○村井委員 急激には変わらんけど、これも調査のほうは個々の児童生徒の健康管理いう

ところでしっかりやっていただいて、そのデータとしてしっかり取って、私が１つ思う

のが、視力よりも日頃の睡眠の入り方、ライトでずっと見た目でいきなり目をつぶって

寝れるかというたら寝られへんし。それも今、これまだスマホというのが出てきて、ま

だそんなに日本ではあるんやけど、大人でも睡眠の導入とか、睡眠の深度というんです

かね、そういうところに影響があると、明確なところが出てきつつあるのかな。だから、

そういうところにも影響がこれから出てくるかと思うので、またちょっとその辺、しっ

かり対応してもらえますように。 

 それと併せて、ＧＩＧＡスクール構想もしっかり着実に進めていただきますようにお

願いしておきます。 

 続けてよろしいでしょうか。 

 学校のクーラー、体育館のクーラーの話なんですけど、クーラーの質問されて、この

場、教育委員会なんですけど、小学校は太子町の防災計画の中の避難所に指定されてい

るはずなんですよ。私は小学校って出たから、今ちょっと話を聞いてたら、その避難所

は教育委員会は体育館のことを思っているのか、それとも小学校なんで校舎のことを思

っているのか。いや、それとも小学校なので、校舎も体育館も両方ですよという考えな

のか、教育委員会の見解を教えていただけませんか。 

○池田教育次長 これは防災のほうでお答えいただくのが筋かと思うんですけど、基本的

には教育委員会では体育館のほうを避難所として想定してございます。と申しますのは、
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通常、土砂災害等雨の災害等の場合には集会場、それから、万葉ホール中心に避難所運

営させていただいている。学校の体育館を開けないといけないというときは、地震等の

長期避難が必要になる場合を想定した上で避難所設定をしているという状況でございま

す。 

 したがって、校舎を使うということは、今現段階では想定しておりませんが、状況に

よってはもちろんほかの災害でもそうですが、校舎を使わざるを得ないという場面も出

てくることも想定は当然してございます。ただ、長期避難、例えば南海トラフ等で６か

月、７か月というような避難になってくると、教育委員会としましては学校再開を早期

に考えなければならない状況になったときに、教室に大量の避難者が入っている状況で

学校再開がし得ないというところもございますので、体育館中心に考えながら、必要に

応じて、例えば、重病患者がいてるとか、高齢者がいてて普通に体育館に避難するのは

困難という場合は、一部教室を使うということも頭に入れながら避難所運営をすること

になろうかと思います。 

○村井委員 今、教育委員会からは体育館というご答弁いただきましたが、自主防災がつ

くっている防災計画の中でも、学校を指定避難所として指定する場合は教育活動の場で

あることを配慮すると。指定避難所としての機能は応急なものであることと認識した上

で、事前に教育委員会と関係部局と地域住民との関係者と調整を図る、事前にね。 

 やっぱり、この教育現場の日頃の日常の教育としてのところの体育館のクーラー設置

というところと防災といったところで、避難所が長期になる。例えば、私らが、地震で

思ったら、東日本大震災も神戸の地震も真冬のくそ寒い時期やったと思うんです。あん

な体育館の吹きさらしの何もないところに、はい、皆さん避難してくださいと。これが

本当に行政が避難所運営かいうようなところもあるので、その辺は事前にその自治防災、

自主防災と言うけど、そういうところの避難計画にはそういう関係部局と書いてあるの

で、やっぱりこの問題は単にこの教育委員会が体育館にクーラーをつけますというだけ

のことじゃなくて、そういう全庁を挙げて、体育館を利用するに当たって、児童生徒だ

けじゃなくて住民さんのそういうところも、命を預かるというところに立ち返って、前

向きに検討したほうが、ほかの周辺団体は設置してんねんけど、太子町まだみたいなこ

とにならないようにだけ気をつけていただきますようお願いしておきます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本（馨）委員 町立幼稚園の運営事業についてなんですけど、今、３歳児が８人、４
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歳児が１２人、５歳児が１５人、合計３５人で、町立幼稚園児の在籍人数なんですけど、

来年３歳児が何人入ってくるか分かるのでしょうか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 直近の数字でございます。次に３歳になる子ども

さんの人数です、これは太子町全体の人数になります。対象人数としては７４名が対象

となってございます。 

 以上です。 

○嚨本（馨）委員 ７４名の対象者で何人入ってくるか分からないんでしょうけど、今の

３歳が５歳になるとき８人しかいないと。このままどんどん尻つぼみになってしまって

入らなくなってくると、幼稚園自体の運営はもう考えんとあかんようになってくるんじ

ゃないんでしょうか。 

○池田教育次長 ご指摘のとおり、人数が町立の幼稚園かなり減っているという状況がご

ざいます。決して、町立に来る子どもが減っているというのではなく、出生数が落ちて

いく、少子高齢化が進む中で対象となる子どもたちが相当数減っているというのが実態

でございます。今ほどありましたように、来年７４名の今現状の来年入園予定の子ども

の数ですが、既に半数近く、半数強ですかね、話で聞いていますと、もう既に保育園の

ほうに在園されている。したがって、残りの三十数名を私立の幼稚園、保育園と、それ

から、町外の幼稚園、保育園も含めて、言い方悪いですが、取り合いといいますか、園

児の獲得競争みたいな形になっているのがここ数年の実態でございまして、来年も、果

たして、今ちょうど入園の申込みを始めたところですので、何人来るかというのは今の

段階でまだ不透明なところございますが、今のところ、この人数で町立を閉めるという

ようなことは考えてございません。 

 申しますのは、公立には公立の役割というのがございます。例えば、私立はもちろん、

経営等いろいろ考えられる中で、例えば障がいのある子どもであるとか、保育に非常に

難しさがある子どもが断られる場合がございます。そういう場合は公立園で引き受ける

というのはこれも社会全般で、どこでも市町村でやられていることだと思いますし、そ

れから、軽々に閉めると、今度は例えば人数が足りない、入れる保育園が一時待機児童

も問題になっていましたけど、そういう事態になると、公立の果たす役割というのは大

きくなってくると考えてございます。 

 軽々に今の人数が少ないから閉めるという方向では考えてございませんが、やはり経

営という部分であれば、例えば全入園者数が３人とかなったときにはどうすんねんとい
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うようなところは、今後考えていかなければならないところかなと。その場合は一時閉

園であるとか、休園であるとかというようなことも視野に入れていくような時代が来る

のかなというようなことは想定はされております。教育委員会としましては、今の現園

児数が減らないように努力を重ねながら、続けて町立の経営を続けたいというふうには

考えてございます。 

○嚨本（馨）委員 やわらぎ保育園が９２人入っているんですね。松の木保育園が１１８

人、昨日の所管部署課の報告。年間に３億円ほど委任業務委託何とか料払っているんで

す。では、町立幼稚園と両保育所の違いって何があるか。どういう違いがありますか。 

○池田教育次長 単純に申しますと、保育園、保育所は０歳から入園が可能になってまい

ります。幼稚園、これは学校教育法の中で縛られるところですけれども、３歳児からと

いうところで、年次が変わってくるというところと、それから、例えば開園の時間、保

育所の場合には早朝から預かって夜間までというのはございますけど、法律上、幼稚園

という施設は週の保育時間数が決まっているとかいう違いがございます。 

○嚨本（馨）委員 月謝というか、月々に払うお金は違う。町立幼稚園とやわらぎと松の

木と違うんですか。 

○池田教育次長 保育所のほうの保育料については私とこで存じ上げておらないんですが、

昨今、幼児教育の無償化制度がかなり充実されておりまして、かつては所得に応じてか

なりの保育料の差が生じていましたけど、今はほとんど、全てが無償になっているわけ

ではございませんが、かなり軽減化されているやには聞いております。 

○嚨本（馨）委員 残り３７名に来てもらうように、幼稚園自体の運営を続けていかなき

ゃならないという使命というか、役割があるんであれば、残り３７人の争奪戦というか、

来てもらうように何か頑張るようなことをしなきゃならんじゃないかなと思うのがあり

ます。 

 次に、生涯学習センター管理事業についてお聞きします。５千６００万円支出してい

るんですけど、これは毎年払うお金じゃないんでしょうけれども、その中で生涯学習セ

ンター清掃委託料１７７万１千円を予算で使っているんですけど、どれだけの掃除をす

ればこれだけのお金がかかったんですか。 

○東條生涯学習課長 新しく去年の７月からオープンしております生涯学習センターの清

掃業務委託の詳細でございますけれども、年間通しまして、ガラス清掃のほうは２４８

平米、床清掃につきましては年２回やってございまして１千７６７平米、あと、貯水槽
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での清掃であったり、水質の検査ということで基本的にはＫＢＳという業者さんに長期

の契約で契約しているというような内容になってございます。 

 以上です。 

○嚨本（馨）委員 毎年、このお金が算出されるということなんですか。 

○東條生涯学習課長 基本的には毎年かかってくる経費となってございます。当然、公民

館のときの清掃委託であったり、設備の保守委託であったりというよりは、新しい施設

になってございますので、ある程度、面積等も増えまして、経費自身は４年度につきま

しては７月からですので、ある程度、数字としましてはぱちっと出てないんですけれど

も、今年度の実績なんかでいきますと、公民館の維持管理等どのぐらい、観光交流セン

ターも含めてにはなるんですけれども、経費のほうが、ある程度、１.４倍、５倍とか

いうような、人件費も含めましてですけれども、なっているというのはまた見てとれる

かなと思います。 

 以上です。 

○村井委員 今のに関連して、１７５頁の図書館、生涯学習センター「太子の森」、図書

館を含む「太子の森」、「太子の森」と図書館、別ですものね。全般の話なんですけど、

いろいろこの間、議会いろいろあって、建設完成しました、住民さんに使っていただき

ました。私はその建ててからが勝負だとずっと言っていたんですけど、その中で肝煎り、

私の中では自習室、この決算書には自習室という言葉は出てこないですけど、やっぱり

新たな取組として自習室、交流室と、そこをどれだけ稼働してあの施設を利用してもら

うかいうのが１つの、いろいろ議論してきたことが１つの答えが出てくるんじゃないか

なみたいなところがあったと思うんですれけれども、自習室の稼働率、延べ何人使って

いただいて、利用したかとか、その数字とかございますか。ごめんなさい。交流室を含

めて。 

○東條生涯学習課長 自習室というのは図書館内にございます自習室と生涯学習センター

「太子の森」一体で図書館も入っておるんですけれども、交流室ということでご質問で、

今ちょっと自習室のほうの数字という細かい数字は今すぐには出せないんですけれども、

一定、時間を１時間５０分刻みということで、まずは１時間５０分刻みで、一旦は１コ

マということでさせてもらっていまして、入替え制ということでさせてもらっています

ので、いっぱいになり過ぎて、何て言うたらいいんですか、入ることができないという

ような現象まで起こってないので、また自習室を、どれだけ活用の仕方といいますか、
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そんなのも研究はしていかなあかんというふうになってございます。 

 また、交流室のスペースに関しましては、飲食もできますので、かなり多くの子ども

さんから大人の方も常に使っていただいているというような状況が見てとれますので、

これにつきましては、ちょっと人数等のカウントしておりませんので、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○村井委員 実数、細かい数字とかまではいいので、教育委員会として自習室、今、交流

室に関しては飲食を含めて幅広く使っていただいていると。ある一定の自習室に関して

は、目標なりじゃないですけど、ある程度、活用していただいているな、利用していた

だいているなというのが実感があるのかないのか教えていただけませんか。 

○東條生涯学習課長 ご質問の自習室につきましては、先ほど申しましたように、若干１

時間５０分単位ということで、一旦、席を出て、また入らんなあかんというような、ち

ょっとご不便やというお声もいただいていることもございまして、というので、見直し

をというのを考える中で、ずっと永遠に借りれるようになれば、また、これはこれで問

題ということもありますので、慎重に見極めたいと思ってございます。ですので、活用

方法につきましてはもう少し慎重に考えながら、見直しも含めて考えればいいかなと思

ってございます。 

 また、センター全体につきましても、公民館時代のといいますか、１.５倍ぐらいの

利用者数にはなってございますけれども、それでもまだ空いている貸し部屋の時間等も

ございますので、もっともっと活用できるように考えていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○村井委員 今、自習室の活用というのは、ただ単にそこで遊ぶんじゃなくて、やっぱり

成人の方の生涯学習としての余暇を過ごす、工夫して。児童生徒、学生の方にはそこで

しっかりと学習、学んでいただくというところのそういう目的があるところやと思うん

です。 

 昨今、電気代・ガス代と昨日も話ししましたけど、電気代が上がって家でクーラーつ

けてどうやこうやじゃなくても、ここへ来たらクーラー効いてあるし、環境も静かなと

ころでいいしというようなところの、利用されるそういうなんを、目的じゃないですけ

ど、ちょうどええわみたいな利用される方も増えてくると思うんですよ。逆に増えてく

れなあかんと思うので、ここ来てくださいよと。 
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 だからそういうところも、これから利用者さんとこに出てくるかと思うんですけど、

特に、交流室もちびっこたちがあっこでおやつを食べて、みんなで宿題をやりながらお

話ししているのを見たら、この施設建ててよかったなって思える一瞬やと私は思ってい

るんです。 

 ただ、交流室に関しては月曜日をお休みですよね。閉まっていますよね。この前、皆

さんもご存じか、庁舎内でお弁当を食べようとされた方がいらっしゃって、職員の方が

交流室を案内してた。これ、月曜日であったらどないなっていたんやろうなと。交流室、

月曜日だけでもあそこを誰か開けれるようなことでね、「太子の森」は月曜日休みやけ

ど、交流室は月曜日も開けますよみたいなことは考えられないのか、今、即答はできな

いかも分からないですけど、検討してもらえないか。 

○東條生涯学習課長 委員おっしゃるように、月曜日は万葉の森というのも休館日という

ことでさせていただいておりまして、現時点では万葉の森というか、生涯学習センター

の管理スタッフに、開け閉めも含めてやっていっているところでございまして、太子町

の庁舎の中で食事ができる場所をどう確保するか、庁舎敷地も含めまして、という考え

になりましたら、また庁舎管理も含めまして、全庁的な形の中で考える案件かなと思っ

てございますので、よろしくお願いします。 

○村井委員 先ほども言いましたように、ちびっこがおやつを持ってきて、暑いから、夏

休みの期間であったら、あそこで自転車、わーっとなって、危ないぞと言ってる場面も

ありましたけど、月曜日ではこれはもう役場の都合であって、住民さん、観光客はそん

な月曜日とか関係あらへん。そういうところも、月曜日のところ、入り口も別なんでね、

一緒になってこないなっていたらやけど、別にあるので、あそこだけでも開けておこう

かとか、もし庁舎内敷地内でお弁当を食べ、月曜日にどっかでお弁当を食べようと思っ

てるんやけど、いやいや、庁舎内はあきませんでって、炎天下の外のベンチのところで

食べてくださいという、そんな案内するかって、こんなクソ暑い中ね。だから、そうい

うところも想定した上で、ここを開けてもらえたらなというふうなところもあるので、

その辺も検討してもらいますようにお願いしておきます。 

 続けてよろしいですか。 

 １５５頁のところの特色ある学校づくり補助金ですか、これ、各小学校、中学校の特

色ある学校づくりの特色を教えていただけませんか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 特色ある学校づくりの補助金でございます。この
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補助金につきましては、学校の伝統であったり、校風、地域の実態を踏まえた教育活動

とか研究活動など、特色のある学校づくりの推進、それと学校教育の充実に役立つと認

められるもの。また、学校での進路指導及び生徒指導対策事業に要する費用で、必要と

認められる経費を支出してございます。 

 具体的には、各学校、それぞれ挙げてもらっているんですが、外国語について低学年

においても、まとまりのある授業を実施し、低学年から高学年まで定着するよう、専科

指導を行うための外部人材を活用するなど、あとは教育環境の整備や研修体制を充実さ

せる、特にビオトープとか、そういう芝生などの環境整備が主な補助内容となってござ

います。 

 それと、各学校の特色でございます。まず、磯長小学校でございます。磯長小学校に

つきましては、豊かな心の元気な子どもを育てるため、児童や学校の伝統、先ほど言い

ました校風、地域の実態を踏まえた教育活動など、そういった特色のある学校づくりの

推進を進めるといった特色がございます。 

 それと、山田小学校でございます。山田小学校につきましては、確かな学力、基礎的

基本的な学習内容を確実に身につけさせると。また、個々に応じた学力の向上を目指す

となってございます。２つ目として解決する力でございます。それと豊かな心、健康安

全な生活を送るため、充実した教育活動を推進するとなってございます。 

 それと、中学校でございます。中学校につきましては、未来を生きる力を育むと、生

徒主体の授業づくりを校内研究テーマに掲げまして、深い学びの実現へ実践していくと

なってございます。 

 先ほど、ご答弁させていただきましたＧＩＧＡスクール構想が現実化して、昨年度よ

り、生徒一人ひとりにタブレットが支給され、ＩＣＴ機器を活用した環境づくりをより

一層進めていくとなってございます。 

 以上でございます。 

○村井委員 磯長小学校のところで、私はこの３校、両小学校、中学校合わせてというこ

とで、これから太子町を担っていただける子どもたちのところで、地域の伝統を踏まえ

たというところが３校共通したところになってくるかと思うんです。その辺のところも

あって、修学旅行扶助とか、そういうところの修学旅行扶助って、修学旅行って今、小

学校、中学校どこ行ってはるか教えていただけませんか。 

○矢野学務指導担当課長 両小学校共ですけれども、伊勢方面に修学旅行に行ってござい
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ます。中学校につきましては広島、それから四国方面にこの間行ってございます。 

○村井委員 小学校は私たちも伝統の伊勢ということで、これもまた１つ伝統なんやと。

中学校に関しては、私たちのときは広島、萩に行って、その後、長崎への世代もあった

り、鹿児島の世代もあったり、また長崎行ったりと、今、広島、四国ですか。先ほどか

ら質問ありましたように教育委員会でも力を入れていますね。ここはやっぱり中山久蔵

と絡めていくべきだと思うんです。これはもう後、そこまでの構想を持って、中学校の

修学旅行は北海道北広島に行きましょうというぐらいの、そこら辺の目標を持って狙い

を持って、北広島としっかりと連携取って、子どもたちに北広島にという、それが一番

手っ取り早いと私は思うんですけど、その辺のお考えはお持ちでしょうか。 

○池田教育次長 話はよく分かるんですが、基本的に学校の修学旅行については学校主体

で決める。しかも、それは費用については保護者で全額をご負担いただくという形でや

ってございます。もちろん、私どもとしてもそういう施策の中の取組の中に学校の修学

旅行行かせたいというところがございますが、この間の私どもの取組を見ていただいて、

学校のほうで最終判断いただいて、行き先変更ということも学校の判断でやっていただ

けるかなというふうに思ってございます。また、この間、中学校の修学旅行については、

長崎、鹿児島、広島と、平和学習主体で修学旅行の行き先を決めてございます。その大

きな流れの中でどうしていくかというのも学校の判断になるかと思いますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

○村井委員 伝統的に平和学習といったところで、候補地、行き先を選んでおられるとい

うのはもちろん理解した上なんですけど、やっぱりそれを中山久蔵の顕彰事業をやって

いく中、今回も企画展やっていく中、その先はどうしていくねん。大人の方々に中山久

蔵を知っていただくことはもちろんですけど、児童生徒に修学旅行で北広島まで行って

もらう。それはもう後は予算組むか組まないかの話です。やっぱり、それが逆に言うた

ら、相乗効果で生きてくるん違うんかと。中山久蔵がただ単にお米作ったんではないと。

中山久蔵が北広島でどうしたんやという道徳教育といったところ、これからの日本の国

の求められる１つやと思うので、その辺を今ちょっと無理やと思うんですけど、ひとつ

検討していただければ、そんなんもできていったら相乗効果的に事業が生きてくるんか

なと思うので、お願いしておきます。 

 続けてよろしいですか。 

（一部削除） 
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○村井委員 １５３かな。バス等借上げというところの決算内容の、この事業について説

明していただけますか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 まず、磯長小学校のバス借上料でございます。こ

のバス借上料につきましては、支援学級の児童が作品展に参加するための借上料でござ

います。ちなみにすばるホールで作品展がございました。 

 それと、山田小学校、決算書１５７頁です。使用料及び賃借料のバス等借上料でござ

います。この分につきましては、これも作品展に参加する際のバスの借上料となってご

ざいます。 

 バス借上料が何種類かございますが、同じく山田小学校の決算書１５９頁のバス借上

料決算額２万２千円という分でございます。このバス借上料につきましては、児童等が

けが等で病院等に搬送する際のタクシー代となってございます。 

 それと、中学校でございます。決算書１６３頁ですか、バス等借上料でございます。

５千６００円の決算額でございます。こちらにつきましても、けが等で病院等に搬送す

る際のタクシー代となってございます。 

 同じく中学校です。決算書１６５頁のバス借上料８４万７千６６０円の分でございま

す。こちらにつきましては、修学旅行、先ほど言いました広島、岡山、四国方面のバス

の増台分でございます。それとあと、宿泊訓練です、１年生。これは貝塚の府立少年自

然の家、それと２年生、国立淡路少年交流の家に行った際のバスの借上料でございます。

こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策事業としてのバスの借上料とな

ってございます。 

 以上でございます。 

○村井委員 ということは、コロナ関連は日頃の遠足とかそういう宿泊訓練のときのバス

増台分の予算で、前に出ている４万９千５００円、２万２千円、５千６００円というと

ころは、遠足、出てこない、毎年の遠足のところに出てこない予算額とまた別のバス等

を借りて計上ということでよろしいですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 おっしゃるとおりです。先ほど言いましたように、

何か救急でけが等した際に、タクシー代として病院に搬送する際のバスの借上料でござ

います。 

○村井委員 あと、１７１頁の文化スポーツ活動活性化事業補助金ですか、そこの文化ス

ポーツ活動活性化事業という目的のところのことで、午前中にもお話ししましたように、
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その都市公園でのボール遊びとか、そういうところが後の大きな生涯学習的なスポーツ、

今、ホームページではスポーツクラブ募集というのに、インディアカ、硬式テニス、ジ

ュニアサッカー、ミニバス、バレーボールと、５つ募集の案内出ていますけど、その前

に、そういうところの周辺を庁内に行政としてしっかり設置するというのはボール遊び

できるようなところが、いきなりその体育館来て何かやってくださいとか、いきなり広

場でユニフォームを着てバット持ってやってくださいとか、そうじゃなくて、そのこと

によって、後の今、力入れておられるところに生きてくるかと思うんですよ。増えてく

ると思うんです。その辺の教育委員会としてのお考え、もしくは、これも聞きたいんで

すけど、教育長のお考えがあれば教えていただけませんか。 

○池田教育次長 教育長とご指名であれなんですが、村井委員のおっしゃられる意図は非

常によく分かります。ただ、公園で、例えばボール遊びをするなという規制について、

これ、目的を絞って何かこうしているというよりは、例えば、近所で窓ガラス割れると

か、そこに公園に遊びに行ったら、高齢者の方が、ボール遊びしてて、ボールにぶつか

ってけがするというような社会的な要請の部分から規制をせざるを得ないというのが、

今の現状の公園の規制の流れかなというふうに思っています。スポーツ公園、それから

青少年グランド、磯長小学校上のグラウンドですけれども、そこらあたりはもちろん、

スポーツするための施設ということで、日頃、個人で、例えば親子で来て、キャッチボ

ールするとか個人的な利用を制限しているわけではないので、そういう方は常々ご利用

いただいているので、そこをご利用いただくしかないのかなと。 

 もし、仮に町中の公園をそういう施設に活用するとするなら、スポーツ施設として公

園を整備しなければならないという状況になってくるので、中々、その辺は難しいのか

なというふうに思っています。 

 ただ、おっしゃるスポーツ振興という場面、日常の生活の中でスポーツに触れる場面

が非常に大事だというふうに思っていますので、今現在、夏休みに子どもの体操の教室

もやっていますけれども、そういうのも拡充して取り組めるように、できるだけスポー

ツを親しんでいただいてというふうには考えています。 

○村井委員 全般にさっきも、スマホで視力の話、ゲームもそうですけれども、午前中の

話もそうです。大きな各部署が連携取っていくことによって、相乗効果的にいろいろな

ところで効果が発揮できるん違うんか。それがぶつ切りになってるから、これが問題に

なって、子どもは遊びたいねん、ボールで遊びたいねん。大人が我慢せえ我慢せえ、し
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たらあかんと押さえつけるだけじゃなくてね。やっぱりそこはしっかりと、何か変えて

いくというところを前向きに検討していただいて、これはまた教育委員会だけの問題じ

ゃないと思うんです。だから、その辺もしっかりこれから検証していただいて、やって

いただきますようにお願いしておきます。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、教育委員会関係についての質疑を終わります。 

 これで、一般会計決算認定の質疑は全て終了しました。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

 藤井委員、討論を許します。 

○藤井委員 認定第１号、令和４年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、反対の

立場で討論を行います。 

 黒字で基金も積み増しました。令和４年度も健全な決算となっています。富田林医師

会と連携しての迅速なワクチン接種や集団健診の実施、新生児聴覚補助の実施、少人数

学級の実施が実現しました。また、国のコロナ対策の交付金を使って、一般水道料金基

本金の全額免除や事業者支援激励金、事業者一時支援金の交付、新入学応援緊急給付金

の交付等など実施し、住民に喜んでもらえる施策を実施しました。 

 しかし、生涯学習センターの使用料の上昇が７月から始まりました。これまで公民館

を利用してこられた住民の方々は、今もなお公民館時代にあった温かい対応や無料の使

用を望んでおられます。受益者負担の観点から施設を利用する方より、行政サービスを

受ける対価として、維持管理費の一部を負担していただくことは施設を使用するものと

使用しない者との公平性の確保が妥当という考えはあまりにも冷たい考えで、地方自治

体として地方自治法に定められた住民福祉の増進を図る機関としての役割を放棄するも

のと言わざるを得ません。 

 中山久蔵顕彰事業は、当初予算では４４万６千円でした。日本共産党はコロナ禍の今、

北海道まで３人もの職員が行く必要があるのかと修正動議を出して反対しました。３人

から２人になったのは、一定考慮されたのかと思っています。事業をするからには、一

過性ではなく未来に続く中山久蔵顕彰事業にしていただきたいと思います。 

 コロナ禍で住民の暮らしは大変です。そこにロシアのウクライナ侵攻に始まった物価
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高が住民の暮らしを直撃しています。一番住民の身近に寄り添って仕事をするのが職員

さんです。 

 ところが、正規の職員が少ない実態が常態化しており、そこにコロナによるワクチン

接種や国が強引に推し進めるマイナンバーカード業務が加わりました。様々なあっては

ならないようなことが起こったのも、個々の職員さんの問題ではありません。機構に問

題があるのか、慢性的に正規職員が足りないのか、背景をしっかり検証し、働きやすい

職場環境をつくることを求めます。 

 国や府言いなりの町政運営ではなく、太子町として国保の悪政から住民の暮らしを守

るため、どんなときでも住民福祉の増進を図ることを第１に置いた町政運営を求め、反

対の討論といたします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

 䭜本馨委員、討論を許します。 

○嚨本（馨）委員 認定第１号、令和４年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、

賛成の立場で討論を行います。 

 本決算は歳入総額は６５億７千４７７万８千円、歳出総額は６４億１９万６千円、実

質収支は１億６千５８８万７千円の黒字決算となっています。歳入では、町税のうち市

町村民税、固定資産税、軽自動車税の増収及び地方交付税、法人事業税交付金の増収に

より、町全体として８千９６３万８千円の増収となっています。また、ふるさと納税に

よる寄付金の大幅な増収や特定財源である地方債及び基金を効率的に活用するなど、令

和４年度においても、財政調整基金を取り崩すことなく、行財政運営に必要な財源の確

保に工夫と成果が見られました。 

 一方、歳出では、令和３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策事業として、

ワクチンの集団接種をはじめ、水道基本料金全額減免やキャッシュレス決済のポイント

還元による事業者支援、ひとり親世帯や非課税子育て世帯への支援など、コロナ禍にお

ける住民生活に配慮した事業実施であったと考えます。 

 また、令和４年７月から図書館機能を備えた生涯学習施設「太子の森」の運用を開始

したことも、住民の生涯を通じた学習や住民間の憩い、交流の推進につながるものです。 

 その他、子ども・子育て関連事業、高齢障がい者福祉事業、健康づくり関連事業など

の拡充に加え、老朽化した道路橋梁施設の改修、農業次世代人材投資や農作物被害防止

対策、地域公共交通の実証運行、学校等における教育環境の充実、学校施設やスポーツ



－１５２－ 

施設への投資、住民票の写し及び印鑑登録証明書のコンビニ交付の開始等、多様化する

行政需要に応えるべく事業を着実に推進されています。 

 今年度においても、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を要する状況に変わりは

なく、先行きを見通すことは依然困難でありますが、様々な要因を考慮し、町の収入を

堅実に見積り、人口減少、高齢化社会に対応した強靱な財政基盤の構築と住民誰もが安

心して暮らせる魅力あるまちづくりに努められることを要望して、賛成討論といたしま

す。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決をいたします。 

 認定第１号を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立７名・反対１名） 

○中村委員長 起立７名、反対１名。 

 以上の結果で、令和４年度太子町一般会計歳入歳出決算認定については認定とするこ

とに決しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件は終了いたしました。 

 よって、これにて委員会を閉会させていただきます。 

 本日はご苦労さまでした。 

午後 ３時５６分 閉 会 

                                        

  



－１５３－ 

太子町議会委員会条例第２７条第１項の規定によりここに署名する。 

 

 

               決 算 常 任 委 員 長  中 村 直 幸 

 


